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今
月
のA

lert

◉
「
７
・
15
徹
底
検
証
！　

ナ
ル
ヒ
ト
天
皇
制
」
シ
ン
ポ
へ
！

│
＊
２

反
天
ジ
ャ
ー
ナ
ル
◉

│
は
じ
き
豆
、
宮
下
守
、
北
＊
3

状
況
批
評
◉
戦
争
責
任
と
天
皇
、
雑
感

│
渡
辺
美
奈
＊
４

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
◉
揺
籃
期
の
徳
仁
天
皇
制
と
の
対
決
を
！

７
・
15
、
８
・
15
、
そ
し
て
10
・
22
即
位
礼
反
対
の
闘
い
へ
！

│
井
上
森
＊
6

太
田
昌
国
の
み
た
び
夢
は
夜
ひ
ら
く
〈
１
０
９
〉

　
　

  

◉
「
一
流
の
」
帝
国
主
義
国
の
指
導
者
の
言
動

│
太
田
昌
国
＊
7

マ
ス
コ
ミ
じ
か
け
の
天
皇
制
〈
36
〉
◉
天
皇
制
の
「
植
民
地
支
配
・
戦
争
責
任
」
に
時
効
は
な
い
！

　
　

│〈
壊
憲
天
皇
制
・
象
徴
天
皇
教
国
家
〉
批
判
そ
の
２

│
天
野
恵
一
＊
8

野
次
馬
日
誌

│
＊
9

集
会
の
真
相

│
＊
10　
　

反
天
日
誌

│
＊
12　
　

集
会
情
報

│
＊
12

重苦しい春が漸く過ぎて、少しは明るい話題にしたいと
思って、あれこれ頭の中を探ってみたが、心の底の方から
それはないんじゃない ?との囁きが突き上げてくる。テレ
ビを見るのにも、新聞を開くにも用心してあの話題は避け
たい ! と逃げて逃げてきたけれど、この欄を引き受けたか
らには、と覚悟が決まってきた。
　春先から「○○最後」「××初の」という言葉がどこで
も垂れ流されて、どれだけ耳を覆っても避けきれなかった。
ここにきても「××初の台風」など、報道の逡巡のなさは
どういうことなのだろうか。「二種の神器」の現出にも苛
立った。袋入りの、科学的根拠のないものを恭しく捧げ
持っている姿をテレビで写す !　芝居の中継そのままに。
　馬鹿げた一連の儀式が終わると、ガラス張りの窓から手
を降る何人かの人を見るために、夥しい人々が城に押しか
け、警備の命令に従って行動し、挙句の果てにハタを降り、
バンザイをする。70年ほど前の悪夢が甦ってきたようだ。
　まだ終わりではない、秋にはバカげた大嘗祭騒ぎがやっ
てくる。高御座なる古代の遺物を大枚かけて輸送し、その
上で茶番劇が繰り広げられるのだ。神饌の田選びのために
アオウミガメを殺して亀卜を行うなど、時の逆流が信じら
れない。
　福沢諭吉は疑問符付きの人物だけど、あの「天は人の上
に人を作らず……」は、敗戦後の民主主義っ子としては身
に染みついて離れないフレーズなのだ。なぜ、実現しない
のか。
　歴史的にも、身辺の事象をみても、家単位の存続の長さ
などしれたものだ。起こったり消えたりしながら私たちは
続いて生きていく。少子と妾なしの現代では家の寿命は短
いものだ。「墓終い」という言葉がこれからを暗示している。
自然に任せないで無理を通せば悲劇が生れるのではなかろ
うか。すでにその兆候が……。 （津田利洋子）
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徳
仁
が
即
位
し
て
二
ヶ
月
。
即
位
関
連
諸
儀
式
の

前
半
が
一
段
落
つ
く
五
月
末
か
ら
、
大
き
な
も
の
で

も
米
大
統
領
会
見
、
愛
知
植
樹
祭
出
席
、
仏
大
統
領

会
見
等
々
と
、
天
皇
皇
后
は
精
力
的
に
動
き
続
け
、

宮
内
庁
Ｈ
Ｐ
の
日
録
は
ビ
ッ
シ
リ
と
埋
ま
っ
て
い

る
。
そ
の
間
の
新
天
皇
・
皇
后
へ
の
礼
賛
記
事
・
祝

賀
ム
ー
ド
の
押
し
つ
け
状
況
は
尋
常
で
は
な
く
、
地

方
議
会
の
全
会
一
致
を
め
ざ
す
賀
詞
議
決
や
、
天
皇

制
に
反
対
す
る
人
へ
の
尾
行
な
ど
も
含
め
、
天
皇
制

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
状
況
が
続
い

て
い
る
。
天
皇
制
と
は
こ
う
い
う
も
の
な
の
に
、
そ

の
こ
と
に
気
づ
か
せ
な
い
の
も
天
皇
制
だ
。

　

ま
た
、
皇
后
と
な
っ
た
雅
子
は
「
生
き
生
き
と
活

躍
」
し
て
い
る
。
最
悪
の
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
や
マ

ク
ロ
ン
仏
大
統
領
と
の
「
通
訳
を
介
せ
ず
」
を
売
り

と
す
る
会
見
賛
美
報
道
に
は
、
お
ぞ
ま
し
く
て
吐
き

気
す
ら
感
じ
た
。
し
か
し
雅
子
復
活
劇
は
賛
美
一
色

だ
。
皇
太
子
妃
時
代
の
彼
女
に
、
ほ
ん
の
少
し
で
も

同
情
す
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
ゲ
ン
ナ
リ

感
で
あ
り
、
さ
ら
に
ゲ
ン
ナ
リ
。

　

新
天
皇
皇
后
の
ト
ラ
ン
プ
と
の
会
見
は
、
現
在
の

沖
縄
の
基
地
問
題
、
侵
略
戦
争
の
責
任
問
題
と
は
完

全
に
切
り
離
さ
れ
、
賛
美
の
対
象
で
し
か
な
い
。
こ

れ
は
反
天
・
反
基
地
・
反
戦
運
動
の
大
き
な
課
題
だ
。

古
す
ぎ
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
が
、
や
は
り
課
題
の
ク
ロ

ス
オ
ー
バ
ー
で
あ
り
、
運
動
が
繋
が
っ
て
い
く
し
か

な
い
。

　

こ
の
一
ヶ
月
、
記
録
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
多
い

が
、
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
「
話
題
」
と
し
て
片
付

け
ら
れ
そ
う
な
秋
篠
家
問
題
に
少
し
触
れ
て
お
き
た

い
。
秋
篠
夫
妻
は
六
月
二
七
日
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
を

公
式
訪
問
し
た
。「
皇
室
外
交
」
の
問
題
は
こ
こ
で

は
横
に
置
き
、
い
ま
週
刊
誌
次
元
で
取
り
沙
汰
さ
れ

て
い
る
、
出
発
前
の
二
一
日
に
行
っ
た
記
者
会
見
を

巡
り
、
少
し
考
え
た
こ
と
だ
。

　

眞
子
の
結
婚
問
題
に
つ
い
て
秋
篠
は
こ
う
答
え

て
い
る
。「
私
は
娘
か
ら
話
を
聞
い
て
お
り
ま
せ
ん

の
で
、
ど
の
よ
う
に
今
な
っ
て
い
る
の
か
、
考
え
て

い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
私
は
分
か
り
ま
せ
ん
」

と
。
こ
の
言
葉
に
た
い
し
て
、
秋
篠
が
な
か
ば
匙
を

投
げ
た
的
な
評
価
や
親
子
断
絶
な
ど
、
批
判
的
に
語

ら
れ
、破
談
宣
言
を
暗
に
期
待
す
る
記
事
が
目
立
つ
。

し
か
し
、
親
が
娘
の
結
婚
に
対
し
て
公
に
干
渉
す
る

こ
と
の
方
が
お
か
し
な
話
で
は
な
い
の
か
。「
自
由

を
重
ん
じ
る
」
と
い
う
評
価
の
秋
篠
ら
し
い
言
葉
で

あ
り
、
む
し
ろ
、
こ
の
ま
ま
で
は
結
婚
を
認
め
ら
れ

な
い
と
い
っ
た
以
前
の
家
父
長
的
な
対
応
を
反
省

し
た
も
の
と
し
て
も
読
め
る
。
実
際
、
そ
の
よ
う
な

ト
ー
ン
の
記
事
も
ち
ら
ほ
ら
あ
る
。
ま
た
、
報
道
に

は
な
い
が
、
秋
篠
の
以
下
の
よ
う
な
応
答
も
あ
る
。

女
性
皇
族
の
役
割
に
つ
い
て
の
質
問
で
、「（
男
女
皇

族
に
）
求
め
ら
れ
る
役
割
と
い
う
の
は
基
本
的
に
同

じ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
と
い
う
か
、
特
に
女
性
に

求
め
ら
れ
る
こ
と
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
今
、
思
い
付

か
な
い
」
と
。

　

一
五
年
前
の
、
徳
仁
に
よ
る
「
人
格
否
定
」
発

言
を
も
思
い
出
さ
せ
る
。
こ
の
「
人
格
否
定
」
発
言

は
、
雅
子
を
「
子
産
み
」
機
械
に
貶
め
て
い
る
こ
と

へ
の
批
判
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
と
、
私
は
考
え

て
い
る
（
こ
れ
で
徳
仁
を
持
ち
上
げ
る
つ
も
り
は
な

い
。
念
の
た
め
）。
徳
仁
に
つ
い
て
は
、
二
ヶ
月
前

の
即
位
後
の
一
般
参
賀
で
述
べ
た
こ
と
ば
で
、「
国

民
」
が
「
み
な
さ
ん
」
に
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、

高
い
評
価
を
与
え
る
言
論
も
あ
っ
た
。

　

要
す
る
に
、
世
代
交
代
で
天
皇
家
は
、
脱
「
家
父

長
制
」、
男
女
平
等
思
考
・
非
権
威
主
義
的
対
応
に

傾
き
始
め
て
い
る
と
い
う
読
み
方
だ
っ
て
で
き
る
の

だ
。
少
な
く
と
も
、
秋
篠
宮
も
徳
仁
天
皇
も
、
家
父

長
然
と
し
た
対
応
を
、
意
図
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は

と
も
か
く
、
避
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
い

い
の
か
。
身
分
制
、
家
父
長
制
、
女
性
蔑
視
思
想
に

貫
か
れ
た
皇
室
典
範
は
、
皇
室
に
向
け
た
も
の
で
あ

る
が
、
同
時
に
こ
の
国
の
法
律
で
あ
り
続
け
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。

　

こ
こ
で
紹
介
す
る
秋
篠
や
徳
仁
の
言
動
は
一
部
で

し
か
な
い
が
、
先
代
天
皇
を
反
安
倍
の
立
場
で
称
賛

し
て
き
た
「
リ
ベ
ラ
ル
」
派
が
、
喜
び
そ
う
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
皇
制
は
劣
化

し
な
が
ら
進
化
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。
そ
れ
は
、

あ
る
べ
き
と
さ
れ
て
き
た
伝
統
や
制
度
を
脱
構
築
し

な
が
ら
の
進
化
と
い
え
る
。

　

こ
れ
か
ら
出
て
く
る
の
は
皇
位
継
承
問
題
で
あ

る
。「
た
か
だ
か
一
五
〇
年
の
伝
統
」
と
言
う
の
は
、

私
た
ち
で
は
な
く
、実
は
、「
神
武
天
皇
以
来
の
家
系
」

を
重
ん
じ
て
い
る
天
皇
た
ち
の
方
で
あ
る
。
天
皇
た

ち
は
常
に
、「
古
く
遡
れ
ば
」
と
い
う
エ
ク
ス
キ
ュ
ー

ズ
を
懐
に
入
れ
て
い
る
。皇
位
継
承
者
不
足
の
い
ま
、

女
性
・
女
系
天
皇
を
認
め
さ
せ
る
方
向
に
動
く
可
能

性
は
大
き
い
。

　

反
天
連
も
参
加
す
る
〈
お
わ
て
ん
ね
っ
と
〉
で

は
、七
月
一
五
日
、「
徹
底
検
証
！
ナ
ル
ヒ
ト
天
皇
制
」

を
準
備
し
て
い
る
。
み
ん
な
で
徹
底
検
証
だ
！

（
桜
井
大
子
）

7.15「徹底検証！ ナルヒト天皇制」シン
ポへ！

今月の



3 ●反天皇制運動Alert

天
皇
代
替
わ
り
騒
動
前
半
戦

　

あ
れ
や
こ
れ
や
で
「
改
元
」
騒
動
が
過
ぎ
去
っ
て
い
っ

た
。
秋
の
即
位
礼
・
大
嘗
祭
を
後
半
戦
と
す
れ
ば
、
と
り

あ
え
ず
代
替
わ
り
の
前
半
戦
が
終
わ
り
つ
つ
あ
る
。

　

今
回
わ
か
っ
た
の
は
、
や
っ
ぱ
り
み
ん
な
役
所
や
仕
事

で
の
元
号
使
用
に
は
け
っ
こ
う
ウ
ン
ザ
リ
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
だ
。「
い
っ
そ
元
号
廃
止
す
れ
ば
い
い
の
に
」
と

話
し
た
り
、
ネ
ッ
ト
に
書
い
た
り
す
る
人
は
け
っ
こ
う
見

か
け
た
。

　

他
方
「
元
号
を
廃
止
す
べ
き
だ
」
と
言
っ
た
ら
、
知
り

合
い
か
ら
頼
ん
で
も
い
な
い
の
に
反
論
さ
れ
た
。
い
わ
く

「
効
率
だ
け
で
伝
統
を
な
く
し
て
し
ま
う
の
は
よ
く
な
い
」

と
の
こ
と
だ
っ
た
。
で
も
、「
強
制
に
は
反
対
」
と
も
い

う
。
元
号
の
問
題
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
限
り
強
制
力
が

は
た
ら
い
て
し
ま
う
点
に
あ
る
と
思
う
。
政
府
が
「
元
号

を
使
っ
て
も
使
わ
な
く
て
も
ど
っ
ち
で
も
い
い
よ
」
な
ど

と
い
う
こ
と
は
今
後
も
な
い
だ
ろ
う
。
元
号
強
制
が
な
く

な
る
の
は
、
恐
ら
く
元
号
が
廃
止
さ
れ
る
と
き
に
違
い
な

い
。
で
も
、
そ
の
こ
と
が
な
か
な
か
共
感
し
て
も
ら
え
な

い
。
反
天
皇
制
運
動
が
拡
大
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
辺
り

の
肌
感
覚
を
も
っ
と
多
く
の
人
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と

が
鍵
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

他
方
、「
元
号
め
ん
ど
く
さ
い
」
と
大
っ
ぴ
ら
に
い
え

る
程
度
に
は
、
天
皇
制
も
「
妥
協
」
を
強
い
ら
れ
て
い
る

と
も
い
え
る
。
今
後
も
綱
引
き
は
続
く
。
後
半
戦
も
が
ん

ば
ろ
う
。

（
は
じ
き
豆
）

路
上
飲
酒
の
み
禁
止
は
差
別
で
し
ょ

「
渋
谷
駅
周
辺
地
域
の
安
全
で
安
心
な
環
境
の
確
保
に

関
す
る
条
例
」
が
六
月
の
渋
谷
区
議
会
で
可
決
成
立
し
た
。

　

来
街
者
に
は
区
規
則
で
定
め
る
区
域
内
の
道
路
、
公
園
、

広
場
そ
の
他
公
共
性
を
有
す
る
場
所
で
の
飲
酒
禁
止
を
求

め
な
が
ら
、
事
業
者
に
は
区
の
実
施
す
る
酒
類
販
売
自
粛

等
の
施
策
に
協
力
を
求
め
る
だ
け
。

　

そ
も
そ
も
飲
酒
と
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
迷
惑
行
為
の
因
果
関
係

の
立
証
が
で
き
ま
す
か
。
立
証
で
き
た
と
し
て
飲
酒
と
ハ

ロ
ウ
ィ
ン
で
の
迷
惑
行
為
に
因
果
関
係
が
あ
る
な
ら
、
な

ぜ
路
上
は
飲
酒
禁
止
で
、
飲
食
店
で
の
酒
の
販
売
は
自
粛

な
の
。

　

飲
食
店
で
酒
飲
ん
だ
人
が
路
上
に
出
て
き
て
迷
惑
行
為

を
し
な
い
保
証
な
ん
て
ど
こ
に
も
な
い
以
上
、
平
等
に
扱

う
な
ら
一
律
禁
止
に
す
べ
き
な
の
に
、
路
上
飲
酒
す
る
人

と
店
で
酒
飲
む
人
を
条
例
で
差
別
的
に
取
り
扱
う
と
。

　

酒
飲
ま
な
い
か
ら
関
係
な
い
と
思
っ
た
皆
さ
ん
。
の
ん

べ
え
だ
け
規
制
対
象
じ
ゃ
な
い
か
ら
。

　

七
条
に
「
来
街
者
は
、
法
令
に
定
め
の
あ
る
も
の
の
ほ

か
、
渋
谷
駅
周
辺
地
域
の
公
共
の
場
所
に
お
い
て
、
正
当

な
理
由
な
く
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら

な
い
。
⑴
音
響
機
器
等
に
よ
り
音
を
異
常
に
大
き
く
出
す

行
為
」
と
あ
り
ド
サ
ク
サ
紛
れ
で
表
現
も
規
制
す
る
。

　

こ
の
条
例
に
よ
り
渋
谷
駅
近
辺
の
マ
イ
ク
情
宣
に
対
す

る
警
察
の
介
入
が
一
段
と
激
し
く
な
ら
な
き
ゃ
い
い
け
ど

ね
。

（
宮
下
守
）

歴
史
を
直
視
し
よ
う
と
し
な
い
場
所
で

　

先
日
、
友
人
た
ち
と
台
湾
に
行
っ
て
き
た
。
総
統
府
や

二
・
二
八
記
念
館
に
も
行
っ
た
が
、
初
め
て
行
っ
た
「
白

色
恐テ

ロ怖
景
美
紀
念
園
区
」
は
見
応
え
が
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
総
統
府
。
以
前
と
展
示
が
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て

い
る
の
に
び
っ
く
り
し
た
。
入
り
口
の
床
に
「P

O
W
ER

 
T
O
 T
H
E P

EO
P
LE

」
と
い
う
文
字
が
描
か
れ
、
ひ
ま

わ
り
運
動
や
、
総
統
府
前
を
埋
め
尽
く
す
デ
モ
の
写
真
な

ど
も
展
示
さ
れ
て
い
る
。
素
直
に
す
ご
い
。
一
方
、
以
前

は
あ
っ
た
は
ず
の
霧
社
蜂
起
や
台
湾
人
日
本
軍
兵
士
に
関

す
る
展
示
が
見
当
た
ら
な
い
。

　

台
湾
大
学
近
く
の
小
さ
な
書
店
で
買
っ
た
雑
誌
の
特
集

は
「
歴
史
就
是
未
来
」（
歴
史
こ
そ
未
来
）。
戒
厳
令
解
除

後
の
若
い
世
代
の
表
現
者
や
研
究
者
、
活
動
家
に
よ
る
さ

ま
ざ
ま
な
歴
史
記
憶
再
構
成
の
試
み
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
参
観
し
た
展
示
施
設
の
内
容
を
始
め
、
こ
の
地
域
に

お
け
る
脱
植
民
地
化
の
実
践
と
し
て
の
移
行
期
正
義
の
、

着
実
な
進
捗
に
目
を
見
張
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

　

総
統
府
が
総
督
府
で
あ
っ
た
と
い
う
自
明
な
事
実
が
示

す
よ
う
に
、
五
〇
年
代
白
色
テ
ロ
の
地
層
の
下
に
は
日
帝

統
治
時
代
の
地
層
が
連
続
し
て
い
る
。
私
た
ち
が
自
ら
の

課
題
と
し
て
あ
る
脱
帝
国
の
課
題
を
果
た
す
う
え
で
重
要

な
こ
と
は
、
彼
ら
が
自
ら
の
歴
史
に
対
し
て
そ
う
し
て
い

る
よ
う
に
、
日
本
を
含
む
各
地
で
、
こ
の
地
層
を
自
覚
的

に
直
視
し
て
い
く
こ
と
な
の
だ
。

（
北
）
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戦
争
責
任
と
天
皇
、
雑
感

渡
辺
美
奈
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

「
女
た
ち
の
戦
争
と
平
和
資
料
館
」（w

am

））

■
裵ペ

奉ポ
ン
ギ奇

さ
ん
と
姜カ
ン

徳ド
ッ
キ
ョ
ン

景
さ
ん
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　
「
謝
り
も
し
な
い
で
死
に
お
っ
て
」。
一
九
八
九
年
一
月
、
天
皇
裕
仁
が
死
去
し
た
ニ
ュ
ー

ス
に
、
沖
縄
に
住
む
裵
奉
奇
さ
ん
は
、
一
緒
に
い
た
金
賢
玉
さ
ん
に
こ
う
語
っ
た
と
い
う
。

裵
奉
奇
さ
ん
は
、
敗
戦
の
前
年
に
朝
鮮
か
ら
沖
縄
・
渡
嘉
敷
島
に
連
れ
て
い
か
れ
て
日
本
軍

の
「
慰
安
婦
」
に
さ
れ
、
戦
争
を
生
き
延
び
た
も
の
の
故
郷
に
帰
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
最

も
早
く
に
「
慰
安
婦
」
と
し
て
の
被
害
を
語
っ
た
ひ
と
の
一
人
で
、
そ
の
姿
や
証
言
は
映
画

や
本
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
各
国
の
女
性
た
ち
が
日
本
政
府
の
責
任
を
追
及
し
始
め
た

一
九
九
一
年
一
〇
月
に
沖
縄
で
生
涯
を
閉
じ
た
。

　
「
責
任
者
を
処
罰
せ
よ
」
と
い
う
絵
を
最
後
に
描
い
て
亡
く
な
っ
た
の
は
、
姜
徳
景
さ
ん
で

あ
る
。
姜
さ
ん
は
、
誰
が
自
分
を
こ
の
よ
う
な
目
に
あ
わ
せ
た
の
か
、
犯
罪
者
の
裁
き
を
求

め
て
一
九
九
四
年
、
東
京
地
検
に
告
訴
状
を
持
っ
て
行
っ
た
人
で
も
あ
る
。
韓
国
ソ
ウ
ル
近

郊
の
ナ
ヌ
ム
の
家
で
絵
を
学
ぶ
な
か
で
才
能
を
開
花
さ
せ
、
心
に
突
き
刺
さ
る
絵
を
た
く
さ

ん
残
し
た
。
肺
が
ん
に
侵
さ
れ
て
い
た
晩
年
、
姜
さ
ん
は
「
責
任
者
を
処
罰
し
な
さ
い
っ
て

い
う
絵
を
描
き
た
い
で
す
」
と
語
っ
た
。
取
材
者
で
あ
っ
た
土
井
敏
邦
さ
ん
が
「
責
任
者
っ

て
？
」
と
問
い
返
す
と
「
そ
ん
な
の
あ
ん
た
に
言
わ
な
い
よ
、
あ
ん
た
は
小
さ
か
っ
た
か
ら
」、

「
責
任
者
を
処
罰
し
な
さ
い
っ
て
い
う
絵
を
描
い
て
、
私
、
死
に
ま
す
」
と
強
い
眼
差
し
で
つ

ぶ
や
い
た
映
像
が
残
っ
て
い
る
。
一
九
九
七
年
に
姜
さ
ん
が
亡
く
な
る
前
に
描
い
た
「
責
任

者
を
処
罰
せ
よ

│
平
和
の
た
め

に
」
と
い
う
絵
は
、
厳
し
い
処
刑

の
図
で
、
木
に
縛
り
つ
け
ら
れ
た

男
は
裕
仁
に
酷
似
し
て
い
る
。
鮮

や
か
な
赤
い
背
景
の
な
か
に
は
白

い
鳥
が
飛
び
、
裁
き
が
平
和
に
繋

が
る
か
の
よ
う
に
、
木
に
は
卵
が

入
っ
た
巣
が
描
か
れ
て
い
る
。

■
天
皇
裕
仁
を
裁
い
た
女
性
国
際
戦
犯
法
廷

　

日
本
が
主
権
を
回
復
し
た
一
九
五
二
年
以
降
、
連
合
国
が
裁
か
な
か
っ
た
戦
犯
た
ち
を
、

日
本
の
人
々
は
自
ら
の
手
で
裁
く
べ
き
だ
っ
た
が
、
そ
れ
を
怠
っ
た
。
国
体
護
持
と
称
し
て

政
治
的
に
立
ち
ま
わ
っ
て
自
ら
の
延
命
を
実
現
し
た
裕
仁
は
、
戦
争
犯
罪
人
と
し
て
裁
か
れ

る
こ
と
も
な
く
、
一
九
九
〇
年
代
に
高
ま
り
を
見
せ
た
ア
ジ
ア
各
国
か
ら
の
植
民
地
支
配
責

任
、
戦
争
責
任
を
追
及
す
る
声
を
聞
く
こ
と
な
く
、
一
九
八
九
年
に
「
死
に
お
っ
た
」。

　

故
松
井
や
よ
り
さ
ん
は
、
姜
徳
景
さ
ん
の
絵
に
託
さ
れ
た
思
い
に
応
え
た
い
と
、

一
九
九
八
年
の
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
問
題
ア
ジ
ア
連
帯
会
議
で
、
日
本
軍
性
奴
隷
制
を
裁
く

た
め
の
女
性
に
よ
る
民
衆
法
廷
を
提
案
し
た
。
二
年
半
の
準
備
期
間
を
経
て
二
〇
〇
〇
年
に

東
京
で
開
か
れ
た「
女
性
国
際
戦
犯
法
廷
」は
、個
人
の
刑
事
責
任
と
国
家
責
任
を
裁
く
ユ
ニ
ー

ク
な
法
廷
だ
っ
た
。
末
端
の
兵
士
で
は
な
く
、
女
性
た
ち
を
性
奴
隷
化
し
た
シ
ス
テ
ム
を
計

画
、
実
行
し
た
軍
高
官
（
中
将
以
上
）
の
責
任
を
問
い
、
天
皇
裕
仁
を
は
じ
め
、
安
藤
利
吉
、

畑
俊
六
、
板
垣
征
四
郎
、
小
林
躋
造
、
松
井
石
根
、
寺
内
寿
一
、
東
条
英
機
、
梅
津
美
治
郎
、

山
下
奉
文
の
計
一
〇
人
が
、
日
本
軍
性
奴
隷
制
の
責
任
者
と
し
て
裁
か
れ
た
。
女
性
た
ち
を

性
奴
隷
化
す
る
と
い
う
犯
罪
は
抽
象
的
な
軍
や
国
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
い

つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
判
断
し
て
こ
の
よ
う
な
犯
罪
が
な
さ
れ
た
の
か
、
真
相
究
明
を
と
お
し

て
個
々
人
の
責
任
を
問
わ
な
け
れ
ば
、
次
の
行
動
に
影
響
を
与
え
ず
、
再
発
防
止
も
困
難
で

あ
る
。
み
ん
な
が
ど
こ
か
に
責
任
を
負
う
と
い
っ
た
類
の
曖
昧
な
責
任
追
及
は
免
責
を
生
ん

で
き
た
。
よ
っ
て
国
家
責
任
に
は
、
犯
罪
を
裁
か
な
か
っ
た
責
任
や
事
実
を
隠
蔽
し
た
責
任

も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

法
廷
開
催
時
、
す
で
に
明
仁
が
天
皇
に
な
っ
て
い
た
が
、
明
仁
は
招
請
さ
れ
て
い
な
い
。

一
九
三
三
年
に
生
ま
れ
た
明
仁
が
戦
争
の
中
で
行
わ
れ
た
性
奴
隷
制
と
い
う
犯
罪
行
為
に
対

し
て
個
人
と
し
て
刑
事
責
任
を
負
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
日
本
軍
性
奴
隷
制
の
責
任
者

と
し
て
訴
追
さ
れ
た
被
告
は
、
東
京
裁
判
で
他
の
罪
で
裁
か
れ
た
者
も
含
め
て
、
す
べ
て
死

者
だ
っ
た
。

　

女
性
国
際
戦
犯
法
廷
の
思
想
を
受
け
継
い
で
二
〇
〇
五
年
に
設
立
さ
れ
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
「
女
た
ち
の
戦
争
と
平
和
資
料
館
」（w

am

）
は
、
常
設
展
示
と
し
て
天
皇

以
下
九
名
の
軍
高
官
を
、日
本
軍
性
奴
隷
制
の
責
任
者
と
し
て
展
示
し
て
い
る
。
日
本
に
「
平

和
博
物
館
」
は
あ
ま
た
あ
る
が
、天
皇
を
戦
争
犯
罪
人
と
し
て
掲
げ
る
日
本
で
唯
一
の
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
で
あ
る
。

『責任者を処罰せよ─平和の
ために』姜徳景 1995 年 
アクリル・キャンバス 610 ×
410mm ナヌムの家所蔵
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■
ド
イ
ツ
の
戦
犯
の
子
ど
も
た
ち

　

二
〇
一
一
年
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
監
督
が
つ
く
っ
た“

H
itler's C

hildren”

と
い
う
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
が
あ
る
。
残
念
な
が
ら
一
五
分
程
度
の
宣
伝
ビ
デ
オ
し
か
閲
覧
で
き

て
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
登
場
人
物
の
証
言
か
ら
強
い
印
象
を
受
け
る
。

　

ヒ
ト
ラ
ー
の
後
継
者
と
目
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
ヘ
ル
マ
ン
・
ゲ
ー
リ
ン
グ
の
娘
は
、
新
た

な
ゲ
ー
リ
ン
グ
を
生
ま
な
い
た
め
に
、
き
ょ
う
だ
い
と
も
に
避
妊
手
術
を
受
け
た
と
い
う
。

一
方
で
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヒ
ム
ラ
ー
の
娘
は
、
親
か
ら
の
悪
い
血
を
受
け
継
い
で
い
る
と
い

う
考
え
は
、
す
べ
て
遺
伝
子
で
決
ま
る
と
い
う
ナ
チ
ス
の
理
論
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
と
異
を
唱
え
る
も
の
の
、
ユ
ダ
ヤ
系
の
男
性
と
結
婚
し
た
彼
女
は
、
夫
の
家
族
の
視
線
に

無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
総
督
だ
っ
た
ハ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
ク
の
息
子
は
、
戦

犯
の
子
ど
も
と
し
て
生
き
る
に
は
、
父
親
が
犯
し
た
犯
罪
に
向
き
合
う
か
、
最
後
ま
で
親
を

擁
護
す
る
か
の
二
つ
の
道
が
あ
る
と
い
い
、
兄
や
姉
は
親
の
犯
罪
に
向
き
合
わ
ず
、
南
ア
フ

リ
カ
へ
移
住
し
て
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
に
加
担
し
た
が
、
自
分
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
大
量
殺
戮
し
た

行
動
を
恥
じ
、
自
分
に
も
責
任
が
あ
る
と
感
じ
る
と
、
そ
の
思
い
を
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
に
登

場
し
て
語
っ
て
い
る
。

■
日
本
の
戦
犯
の
子
ど
も
た
ち

　

祖
父
の
戦
争
責
任
に
向
き
合
お
う
と
し
て
い
る
人
は
日
本
に
も
い
る
。
日
本
陸
軍
第
三
二

軍
の
中
将
、
牛
島
満
司
令
官
の
孫
、
牛
島
貞
満
で
あ
る
。
軍
服
姿
の
「
立
派
な
お
じ
い
ち
ゃ

ん
」
の
写
真
が
実
家
の
応
接
間
に
飾
ら
れ
、
家
族
は
戦
後
、
六
月
二
二
日
の
命
日
に
は
学
校

を
休
ん
で
靖
国
神
社
に
お
参
り
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
歴
史
を
学
ぶ
中
で
祖
父
の
行
為

に
疑
問
を
持
ち
、
中
学
二
年
か
ら
は
牛
島
家
の
命
日
の
行
事
に
参
加
を
や
め
、
教
師
と
し
て

沖
縄
戦
の
実
相
を
探
り
、
後
世
に
語
り
継
ぐ
責
務
を
自
身
に
課
し
て
い
る
こ
と
を
雑
誌
で
語
っ

て
い
る
。

　

一
方
で
、
戦
犯
と
し
て
名
前
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
東
条
英
機
の
曾
孫
は
、
二
〇
一
五
年

に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
テ
レ
ビ
番
組
に
出
演
し
、「
曽
祖
父
は
二
つ
良
い
こ
と
を
し
た
。
二
万

人
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
救
っ
た
こ
と
と
、（
西
洋
に
対
抗
す
る
）
大
東
亜
会
議
を
開
い
た
こ
と
だ
。

で
も
、
戦
争
に
負
け
て
し
ま
っ
た
の
で
何
も
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
抜
か
し
た
。
第
三
者

で
は
な
く
、
曾
孫
で
あ
る
か
ら
こ
そ
発
言
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
東
條
英
利
は
、
曾
孫
と
し

て
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
安
倍
晋
三
や
麻
生
太
郎
も
、
戦
犯
の
子
や
孫
で
あ
る
と
い
う

単
純
な
事
実
か
ら
批
判
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
威
光
（
地
盤
・
看
板
・
鞄
）
を

受
け
継
い
で
政
治
権
力
を
持
ち
、
安
倍
晋
三
で
あ
れ
ば
岸
信
介
を
尊
敬
し
美
化
し
た
う
え
で
、

祖
父
と
同
様
に
軍
事
化
を
進
め
る
人
権
無
視
の
強
権
的
な
政
治
家
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
祖
父

と
の
連
続
性
を
も
批
判
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

親
と
子
は
別
人
格
で
あ
る
。
罪
を
犯
し
た
親
の
も
と
に
生
ま
れ
て
も
、
子
は
自
ら
の
人
生

を
選
択
し
て
生
き
る
権
利
が
あ
る
。
戦
犯
の
子
は
し
か
し
、
少
な
く
と
も
親
の
犯
罪
を
認
め
、

親
と
は
違
う
生
き
方
を
示
す
「
振
る
舞
い
」
が
期
待
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

■
「
天
皇
制
」
の
戦
争
責
任

　

東
京
裁
判
の
判
決
に
基
づ
い
て
七
人
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
の
は
一
九
四
八
年
一
二
月

二
三
日
だ
っ
た
。
明
仁
の
一
五
歳
の
誕
生
日
に
す
る
こ
と
で
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
戦
争
責
任

の
問
題
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
だ
っ
た
と
い
う
噂
が
本
当
か
は
知
ら
な
い
が
、
少
な

く
と
も
明
仁
は
在
任
中
、戦
争
の
こ
と
を
無
視
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、明
仁
が
な
し
た
の
は
、

一
九
九
〇
年
代
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
元
帥
・
裕
仁
の
戦
争
責
任
に
言
及
す
る
こ
と
な
く

平
和
主
義
だ
っ
た
と
喧
伝
し
、憲
法
で
定
め
た
国
事
行
為
に
は
な
い「
公
務
」と
称
さ
れ
た
様
々

な
場
面
で
、
責
任
を
巧
み
に
回
避
し
た
「
遺
憾
の
意
」
を
表
明
す
る
と
い
う
、
極
め
て
政
治

的
な
行
動
だ
っ
た
。

　

そ
の
明
仁
に
対
し
て
、
日
本
軍
の
「
慰
安
婦
」
に
さ
せ
ら
れ
た
吉
元
玉
さ
ん
（
平
壌
出
身
、

現
在
は
ソ
ウ
ル
に
住
む
）
が
謝
罪
を
求
め
る
手
紙
を
出
し
た
と
い
う
。
二
〇
一
九
年
四
月

一
八
日
付
の
韓
国
・
京
郷
新
聞
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
、
手
紙
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
、
天

皇
の
権
威
が
万
世
一
系
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
明
仁
は
先
代
の
誤
り
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う

姿
勢
を
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
説
し
て
い
る
。

　

天
皇
裕
仁
の
死
後
に
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
気
が
す
る
「
天
皇
制
の
戦
争
責
任
」
と
い
う
言
葉

は
、
植
民
地
支
配
や
侵
略
戦
争
を
遂
行
せ
し
め
た
天
皇
制
そ
の
も
の
が
持
つ
差
別
と
支
配
、
抑

圧
の
構
造
を
指
摘
し
て
い
る
と
は
思
う
が
、
明
仁
や
徳
仁
に
対
し
て
「
戦
争
責
任
を
果
た
せ
」

と
名
指
す
の
で
あ
れ
ば
、彼
ら
の
責
任
は
何
な
の
か
具
体
的
に
提
示
し
て
い
く
必
要
も
あ
ろ
う
。

　

主
権
者
で
あ
る
私
た
ち
は
、
天
皇
が
「
何
か
を
す
る
」
こ
と
を
期
待
し
た
り
求
め
た
り
す

る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
政
治
的
な
権
能
が
な
い
は
ず
の
天
皇
に
つ
い
て
は
、
憲
法
に
定
め

た
国
事
行
為
の
み
に
限
定
し
、「
公
務
」
と
称
し
て
「
慰
霊
の
旅
」
に
出
か
け
る
よ
う
な
行
動
、

そ
こ
で
の
勝
手
な
発
言
は
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。
主
権
者
た
る
私
た
ち
は
、
私
た
ち
の
手

に
よ
っ
て
、
憲
法
一
条
を
削
除
し
て
天
皇
制
に
終
止
符
を
打
つ
、
そ
の
準
備
を
重
ね
る
し
か

な
い
。
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◆
「
天
皇
制
民
主
主
義
論
」
の
行
方

　

あ
の
主
張
は
ど
こ
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
？

　
「
平
成
」
末
期
、
政
治
的
言
説
の
一
部
に
急
速
に
浮
上
し

た
「
天
皇
制
民
主
主
義
論
」。
安
倍
政
権
と
前
天
皇
明
仁
が

厳
し
く
対
立
し
て
い
る
と
い
う
「
推
定
」
を
根
拠
に
、「
新

左
翼
」
の
一
部
を
す
ら
取
り
込
む
形
で
、
左
派
リ
ベ
ラ
ル

の
中
に
拡
大
し
た
主
張
。
あ
え
て
二
分
法
で
述
べ
れ
ば
、

安
倍
に
は
「
独
裁
」「
戦
争
」「
戦
前
天
皇
制
」
が
割
り
振

ら
れ
、
明
仁
に
は
「
民
主
」「
平
和
」「
象
徴
天
皇
制
」
が

割
り
振
ら
れ
る
と
い
う
議
論
。

　

私
た
ち
は
そ
の
主
張
の
愚
か
さ
・
誤
り
を
「
代
替
わ
り
」

反
対
闘
争
の
な
か
で
幾
度
も
指
摘
し
て
き
た
。
そ
の
議
論

の
フ
レ
ー
ム
そ
の
も
の
と
対
決
す
る
こ
と
が
、
今
次
「
代

替
わ
り
」
の
大
き
な
主
眼
で
あ
っ
た
と
さ
え
言
え
る
。

　

だ
が
（
予
想
も
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
）、
徳
仁
へ

の
「
代
替
わ
り
」
後
、そ
の
手
の
主
張
は
陰
を
潜
め
て
い
る
。

理
由
は
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
。
徳
仁
が
ど
の
よ
う
な
人
物

か
、
左
派
に
と
っ
て
自
ら
の
理
想
を
託
し
て
も
い
い
存
在

な
の
か
、
み
な
測
り
か
ね
て
い
る
か
ら
だ
。「
意
図
」
も
分

か
ら
な
け
れ
ば
、「
力
量
」
も
分
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
「
新

天
皇
も
本
当
は
安
倍
政
権
に
反
対
し
て
い
る
」
と
い
う
型

の
主
張
は
今
の
と
こ
ろ
見
ら
れ
な
い
の
だ
。

　

し
か
し
私
は
こ
こ
に
、「
天
皇
制
民
主
主
義
論
」
の
不
誠

実
さ
を
覚
え
る
。「
誤
り
」
と
い
う
以
前
に
不
誠
実
な
主
張

だ
と
思
う
。
も
し
本
当
に
、「
天
皇
制
に
は
政
治
権
力
の
暴

走
を
止
め
る
力
が
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
国
家
の
歴
史
的
な

知
恵
で
あ
る
」
と
信
じ
る
な
ら
、「
代
替
わ
り
」
で
天
皇
制

が
不
安
定
な
今
こ
そ
、
新
し
い
天
皇
を
支
え
る
、
新
し
い

「
天
皇
制
民
主
主
義
論
」
が
論
じ
ら
れ
る
べ
き
な
の
に
。
あ

る
の
は
精
々
「
安
倍
に
よ
る
天
皇
の
政
治
利
用
反
対
」
と

い
う
程
度
の
消
極
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
く
ら
い
で
、
天
皇
を
旗

頭
に
安
倍
と
対
峙
し
て
い
く
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
積
極
さ

は
ど
こ
に
も
感
じ
ら
れ
な
い
。

　

そ
の
議
論
の
展
開
は
欠
け
た
ま
ま
だ
が
、「
平
成
」
末
期

の
「
天
皇
陛
下
万
歳
」
の
熱
気
に
は
余
熱
が
あ
り
、
政
治

的
慣
性
が
働
く
。
も
っ
と
も
象
徴
的
な
出
来
事
は
、
五
月

国
会
で
あ
げ
ら
れ
た
「
天
皇
陛
下
御
即
位
賀
詞
決
議
」
へ

の
日
本
共
産
党
の
賛
成
で
あ
る
。
こ
の
最
悪
な
行
為
の
影

響
で
、
現
在
各
地
の
地
方
議
会
に
か
け
ら
れ
て
い
る
同
様

の
「
賀
詞
決
議
」（
日
本
会
議
の
運
動
で
あ
る
）
に
、
共
産

党
が
賛
成
し
全
会
一
致
で
議
決
（
あ
る
い
は
無
党
派
の
み

反
対
）
と
い
う
事
態
が
相
次
い
で
い
る
。
市
民
の
働
き
か

け
で
際
ど
い
「
棄
権
」
を
共
産
党
に
選
ば
せ
た
議
会
も
い

く
つ
か
あ
る
。
こ
の
攻
防
の
顛
末
は
い
ず
れ
報
告
さ
れ
る

と
思
う
が
、「
天
皇
制
民
主
主
義
論
」
の
理
論
的
空
白
を
「
平

成
」
末
期
の
熱
気
の
余
熱
が
埋
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
い

う
、
現
在
の
そ
ん
な
直
観
だ
け
は
書
き
残
し
て
お
く
。

◆
７
・
15
討
論
会
を
経
て
、
夏
・
秋
の
闘
い
へ
！

　

さ
て
、「
５
・
１
」
即
位
反
対
デ
モ
で
の
五
〇
〇
人
の
結

集
を
経
た
お
わ
て
ん
ね
っ
と
の
次
の
方
針
は
、
こ
の
新
天

揺
籃
期
の
徳
仁
天
皇
制
と
の
対
決
を
！

　

７
・
15
、
８
・
15
、
そ
し
て
10
・
22
即
位
礼
反
対
の
闘
い
へ
！

井
上
森
（
終
わ
り
に
し
よ
う
天
皇
制
！
「
代
替
わ
り
」
反
対
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

皇
に
対
す
る
理
論
的
空
白
に
、
反
天
皇
論
を
介
入
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
七
月
一
五
日
、「
徹
底
検
証
！
ナ

ル
ヒ
ト
天
皇
制
」
討
論
集
会
を
開
催
す
る
。

　

今
そ
の
準
備
の
過
程
で
、
徳
仁
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本

を
大
量
に
読
ん
で
い
る
。
親
王
・
皇
太
子
を
六
〇
年
も
や
っ

た
だ
け
あ
っ
て
、
十
分
に
素
材
は
あ
る
。
一
九
六
〇
年
に

生
ま
れ
た
徳
仁
は
、
退
院
の
時
か
ら
テ
レ
ビ
に
写
っ
て
い

る
。
は
じ
め
は
「
ナ
ル
ち
ゃ
ん
」
の
ち
に
「
ヒ
ロ
ノ
ミ
ヤ
」

と
し
て
、「
悩
め
る
夫
」と
し
て「
子
煩
悩
な
パ
パ
」と
し
て
、

徳
仁
は
メ
デ
ィ
ア
に
物
語
を
紡
い
で
き
た
。
一
つ
一
つ
は

大
衆
の
記
憶
の
断
片
に
留
ま
る
程
度
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ

で
も
即
位
し
た
今
後
、
何
度
で
も
反
復
さ
れ
る
こ
と
で
強

度
を
増
し
て
い
き
そ
う
な
物
語
が
確
か
に
あ
る
。
こ
の
物

語
を
根
拠
に
、
新
し
い
「
天
皇
制
民
主
主
義
論
」
へ
の
誘

惑
が
生
ま
れ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
そ
こ
を
、
先
制
的

に
叩
く
。
依
然
不
確
か
な
徳
仁
天
皇
制
に
対
し
て
、
こ
ち

ら
か
ら
線
を
引
く
。

　

一
つ
だ
け
「
発
見
」
を
。
だ
い
た
い
皇
室
本
は
元
号
で

書
か
れ
て
い
て
最
初
は
ピ
ン
と
来
な
い
が
、
明
仁
・
美
智

子
の
三
人
の
子
ど
も
は
皆
一
九
六
〇
年
代
に
生
ま
れ
て
い

る
（
徳
仁
六
〇
年
、
文
仁
六
五
年
、
清
子
六
九
年
生
ま
れ
）。

つ
ま
り
「
美
智
子
様
の
子
育
て
」
が
ウ
ン
ヌ
ン
さ
れ
た
時

期
は
、
私
た
ち
の
年
表
で
は
最
も
苛
烈
な
「
政
治
の
季
節
」

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
新
左
翼
運
動
に
お
け
る
天
皇
論
の
不

在
を
改
め
て
痛
感
す
る
。

　

※
※
※

　

７
・
15
集
会
の
成
果
を
も
っ
て
、
今
年
の
８
・
15
集
会

デ
モ
は
お
わ
て
ん
ね
っ
と
で
取
り
組
む
。
10
・
22
即
位

礼
、
そ
し
て
一
一
月
の
大
嘗
祭
に
も
対
抗
ア
ク
シ
ョ
ン
を

取
る
。
徳
仁
天
皇
制
へ
の
抵
抗
の
言
動
を
し
っ
か
り
作
り

上
げ
、
合
流
し
た
新
し
い
仲
間
と
も
手
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
、

今
年
後
半
の
闘
い
を
盛
り
上
げ
て
い
こ
う
！
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六
月
末
か
ら
七
月
初
め
に
か
け
て
の
わ
ず
か
一
〇
日

間
強
に
行
わ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
米
国
大
統
領
の
言
動
か
ら

浮
か
び
上
が
る
現
在
の
状
況
を
お
さ
ら
い
し
て
お
き
た

い
。
六
月
二
四
日
、
ト
ラ
ン
プ
氏
は
或
る
私
的
な
会
話

で
「
不
平
等
な
日
米
安
保
条
約
は
破
棄
」
と
か
「
米
軍

基
地
の
移
設
は
、
米
国
か
ら
の
土
地
の
収
奪
」
と
語
っ

た
（
米
ブ
ル
ー
ム
バ
ー
グ
通
信
）。
同
月
二
六
日
、
大
阪

で
の
Ｇ
20
会
議
へ
の
出
発
直
前
に
は
、「
も
し
日
本
が
攻

撃
さ
れ
た
ら
、
米
国
は
第
三
次
世
界
大
戦
を
戦
う
が
、

米
国
が
攻
撃
さ
れ
て
も
日
本
は
ソ
ニ
ー
の
テ
レ
ビ
で
見

て
い
る
だ
け
だ
」
と
語
っ
た
（
米
フ
ォ
ッ
ク
ス
ビ
ジ
ネ

ス
テ
レ
ビ
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）。
同
月
二
九
日
、
Ｇ
20

会
議
後
の
記
者
会
見
で
は
「
日
米
安
保
条
約
は
不
公
平

な
合
意
だ
。
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
（
日
本
の
首

相
に
）
伝
え
て
き
た
」
と
述
べ
た
（
各
紙
）。

　

何
か
と
い
え
ば
「
強
固
な
日
米
同
盟
」
頼
み
の
日
本

の
政
府
・
自
民
党
に
と
っ
て
は
、
足
元
が
強
く
揺
ら
ぐ

思
い
だ
ろ
う
。
事
実
、
野
上
官
房
副
長
官
は
、
二
九
日

の
ト
ラ
ン
プ
発
言
を
う
け
て
「
日
米
間
で
日
米
安
保
条

約
の
見
直
し
と
い
っ
た
話
は
一
切
な
い
」
と
否
定
し
た
。

政
府
と
外
務
官
僚
は
嘘
に
嘘
を
重
ね
て
い
く
か
ら
、
特

権
的
な
立
場
に
な
い
一
般
民
衆
が
歴
史
の
歩
み
か
ら
教

訓
を
得
る
機
会
を
奪
い
去
っ
て
し
ま
う
。
ト
ラ
ン
プ
が

い
う
「
片
務
性
」
は
、
六
〇
年
日
米
安
保
改
定
に
取
り

組
ん
だ
岸
信
介
に
と
っ
て
は
、
米
国
を
納
得
さ
せ
る
う

え
で
の
難
題
と
な
っ
て
立
ち
は
だ
か
っ
た
（
原
彬
久
編

『
岸
信
介
証
言
録
』、
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
三
年
）
こ

と
く
ら
い
は
、
正
直
に
頭
に
入
れ
て
発
言
す
る
ほ
う
が

よ
い
。
ま
た
、
プ
ー
チ
ン
と
の
何
回
も
の
会
談
を
重
ね

て
日
露
平
和
条
約
が
近
々
に
も
実
現
し
、「
北
方
領
土
」

が
「
戻
っ
て
く
る
」
か
の
よ
う
な
「
印
象
操
作
」
を
首

相
自
ら
が
行
な
っ
て
き
た
案
件
も
、
日
米
安
保
絡
み
の

側
面
を
持
つ
と
の
自
覚
も
な
い
ま
ま
の
外
交
交
渉
だ
っ

た
。
ロ
シ
ア
が
、
日
米
安
保
体
制
下
に
あ
る
日
本
に
北

方
諸
島
を
返
還
し
た
ら
そ
こ
に
米
軍
が
駐
留
す
る
可
能

性
に
対
す
る
危
機
感
を
持
つ
こ
と
は
当
然
だ
ろ
う
。「
地

球
儀
を
俯
瞰
す
る
外
交
」
が
、
日
米
安
保
体
制
が
日
米

両
国
に
持
っ
て
い
る
多
義
的
な
意
味
合
い
を
無
視
し
、

そ
し
て
近
隣
諸
国
の
人
び
と
か
ら
は
ど
う
見
え
る
か
と

い
う
複
眼
的
な
視
点
も
欠
い
た
ま
ま
に
、
行
な
わ
れ
て

き
て
い
る
こ
と
は
致
命
的
な
こ
と
だ
。

　

同
時
に
、
一
九
六
〇
年
か
ら
七
〇
年
に
か
け
て
は
、

ト
ラ
ン
プ
が
言
う
の
と
は
別
な
意
味
で
「
安
保
破
棄
論
」

が
民
衆
運
動
の
中
に
根
づ
い
て
い
た
の
に
、
発
効
後

七
〇
年
近
く
を
経
た
現
在
で
は
安
保
体
制
そ
の
も
の
を

問
う
問
題
意
識
が
希
薄
化
し
て
い
る
こ
と
に
目
を
向
け

「
一
流
の
」
帝
国
主
義
国
の
指
導
者
の
言
動

た
い
。
憲
法
九
条
を
守
る
と
い
う
気
持
ち
を
持
ち
つ
つ

日
米
安
保
体
制
を
肯
定
す
る
ひ
と
が
存
在
す
る
こ
と
は
、

沖
縄
の
人
び
と
か
ら
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ

は
二
〇
一
五
年
の
戦
争
法
案
反
対
運
動
の
中
で
ヨ
リ
露

わ
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。

　

さ
て
、
ト
ラ
ン
プ
に
戻
る
。
大
阪
Ｇ
20
の
会
議
が
終

わ
る
六
月
二
九
日
の
朝
、
直
後
に
韓
国
を
訪
問
す
る
ト

ラ
ン
プ
は
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
、
南
北
非
武
装
地
帯
で
の
金

正
恩
と
の
会
談
の
可
能
性
に
言
及
し
た
。
そ
の
後
の
経

緯
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
二
人
の
独
裁
者
の
内
外
施

策
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
を
持
つ
私
も
、
こ
の
臨
機
応

変
な
機
会
の
生
か
し
方
に
は
、
感
心
す
る
（
二
人
の
心

に
透
け
て
見
え
る
、
計
算
づ
く
の
思
惑
を
超
え
て
）。
そ

し
て
帰
国
し
た
ト
ラ
ン
プ
は
、
七
月
四
日
の
米
国
「
独

立
記
念
日
」
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
リ
ン
カ
ー
ン
記
念
堂

の
前
で
「
米
国
へ
の
表
敬
」
式
典
を
開
き
、「
米
国
に
不

可
能
な
こ
と
は
な
い
」
と
演
説
し
た
。
上
空
に
は
Ｆ
35

戦
闘
機
や
Ｂ
２
戦
略
爆
撃
機
が
飛
び
、
さ
な
が
ら
「
軍

事
パ
レ
ー
ド
」
の
様
相
を
呈
し
た
。
為
政
者
が
こ
の
よ

う
な
式
典
を
行
な
う
時
、
独
立
の
「
本
質
」
を
問
う
声

は
い
つ
も
少
な
い
。

　

わ
ず
か
一
〇
日
間
に
凝
縮
し
て
表
現
さ
れ
た
ト
ラ
ン

プ
の
言
動
に
は
、
こ
れ
が
「
一
流
の
」
帝
国
主
義
国
の

指
導
者
だ
と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
身
勝
手
で
、
強

烈
な
自
己
中
心
主
義
を
臆
面
も
な
く
貫
き
、
そ
れ
で
い

て
、
相
手
を
選
ん
で
時
に
「
柔
軟
な
」
貌
も
見
せ
る
。

五
流
の
亜
流
指
導
者
の
、
自
信
な
げ
な
言
動
と
の
差
異

を
思
い
、
こ
ん
な
大
統
領
を
有
す
る
国
と
の
関
係
の
在

り
方
を
リ
セ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
立
ち
は
だ
か
る
困
難
さ

を
改
め
て
思
っ
た
。        　
　

          

（
７
月
６
日
記
）

の

夢
は
夜
ひ
ら
く
10910910

み
た
び
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「
四
五
〇
億
円
の
巨
費
を
投
入
し
て
二
日
間
（
６
月
28
・

29
日
）
の
イ
ベ
ン
ト
、
Ｇ
20
大
阪
サ
ミ
ッ
ト
・
首
脳
会
談
が

開
催
さ
れ
る
、そ
の
た
め
の
二
七
日
か
ら
二
九
日
の
三
日
間
、

大
阪
市
民
は
と
ん
で
も
な
い
生
活
破
壊
を
被
る
こ
と
に
な
っ

た
。二
七
日
大
阪
府
内
の
七
〇
〇
近
い
幼
稚
園
や
小
中
高
校
・

特
別
支
援
学
校
な
ど
が
休
校
と
な
り
、
学
童
保
育
も
休
む
。

Ｇ
20
メ
イ
ン
会
場
近
辺
を
除
き
開
園
す
る
は
ず
の
保
育
園
も

『
保
育
士
の
人
繰
り
が
つ
か
ず
』
事
実
上
の
休
園
が
続
出
す

る
。
こ
ど
も
を
避
難
さ
せ
る
手
段
の
な
い
親
は
仕
事
を
休
ま

ざ
る
を
え
な
い
。
交
通
規
制
に
よ
る
食
材
搬
送
困
難
に
よ
り

学
校
給
食
が
中
止
さ
れ
、
弁
当
持
参
や
午
後
休
み
の
学
校
も

出
る
。
大
阪
府
警
が
『
交
通
量
50
％
削
減
』
の
目
標
を
掲
げ

る
『
空
前
の
交
通
規
制
』
の
影
響
も
大
き
い
。
…
…
」

　

こ
う
レ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
の
は
藤
岡
正
雄
（『
通
信
反
戦

反
天
皇
制
労
働
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』〈N
o.147

〉）
で
あ
る
。

世
界
の
政
治
首
脳
・
国
際
機
関
の
ト
ッ
プ
が
集
ま
る
Ｇ
20
の

た
め
の
空
前
の
弾
圧
体
制
が
つ
く
り
だ
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
大

阪
に
、
私
は
か
つ
て
の
Ｘ
デ
ー
の
闘
い
を
共
有
し
た
人
も
少

な
く
な
い
「
郵
政
」
の
労
働
者
の
グ
ル
ー
プ
の
反
天
皇
制
の

集
ま
り
に
呼
ば
れ
て
出
か
け
た
。
こ
の
六
月
二
三
日
は
「
サ

ヨ
ナ
ラ
安
倍
！
サ
ヨ
ナ
ラ
ト
ラ
ン
プ
Ｇ
20
大
阪
No
！
デ

モ
」
の
日
で
も
あ
り
、
私
の
行
っ
た
天
満
国
労
会
館
も
警
備

対
象
で
、
奇
妙
な
ユ
ニ
ホ
ー
ム
を
着
た
警
察
官
が
ゾ
ロ
ゾ
ロ

と
歩
い
て
い
た
。

　

そ
こ
で
私
は
、
ま
ず
「
反
安
倍
右
翼
（
日
本
会
議
系
）
政

権
」
を
公
言
し
、
象
徴
天
皇
明
仁
を
天
皇
自
身
の
自
己
宣
伝

の
言
葉
そ
の
も
の

│
た
と
え
ば
「
平
和
」
あ
る
い
は
「
民

天野恵一

主
主
義
」
さ
ら
に
は
「
人
権
」（
人
に
優
し
い
）
天
皇

│

と
し
て
賛
美
し
て
や
ま
な
い
「
リ
ベ
ラ
ル
」
知
識
人
の
大
量

登
場
、衆
議
院
本
会
議
で
の
自
民
党
内
「
日
本
会
議
」
グ
ル
ー

プ
が
推
進
す
る
「
新
天
皇
即
位
の
賀
詞
」
へ
の
日
本
共
産
党

の
賛
同
（
翼
賛
国
会
化
）
に
象
徴
さ
れ
る
、
象
徴
天
皇
賛
美

へ
の
合
流
と
い
っ
た
、
以
前
と
は
決
定
的
に
転
換
し
た
混
乱

状
況
に
つ
い
て
問
題
に
し
、
こ
う
し
た
状
況
で
、
私
た
ち
が

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
、
一
人
一
人
の
天
皇
制
批
判

の
論
理
（
思
想
）
の
原
則
に
、
立
ち
か
え
る
べ
き
で
あ
る
こ

と
を
力
説
し
た
。
か
つ
て
人
々
を
国
家
共
同
体
に
し
ば
り
つ

け
戦
争
に
動
員
す
る
神
聖
な
国
家
宗
教
と
し
て
フ
ル
に
機
能

し
た
天
皇
制
。そ
の
宗
教
的
権
力（
皇
室
祭
祀
の
持
続
！
）は
、

象
徴
天
皇
制
の
下
で
も
生
き
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
超
特

権
的
（
血
〈
世
襲
〉
の
原
理
）
に
よ
る
身
分
差
別
制
度
の
国

家
的
象
徴
と
し
て
、今
も
天
皇
一
族
（
マ
ス
コ
ミ
の
〝
サ
マ
・

サ
マ
〞
漬
け
の
日
常
を
見
よ
）
は
フ
ル
に
動
き
続
け
て
い
る
。

　

そ
の
点
は
、
ナ
ル
ヒ
ト
に
天
皇
が
「
代
替
り
」
し
て
も
何

も
変
わ
ら
な
い
。
こ
う
い
う
天
皇
制
と
い
う
制
度
は
な
く
す

し
か
な
い
。
こ
の
私
た
ち
の
あ
た
り
ま
え
の
実
感
に
即
し
た

〈
原
則
視
座
〉
を
、
あ
ら
た
め
て
今
の
状
況
の
中
で
こ
そ
自

己
確
認
す
べ
し
。
も
う
一
つ
、私
が
そ
こ
で
強
調
し
た
の
は
、

「
昭
和
」
か
ら
「
平
成
」
へ
の
Ｘ
デ
ー
プ
ロ
セ
ス
は
、
戦
後
、

そ
の
ギ
リ
ギ
リ
の
局
面
で
天
皇
（
制
）
の
侵
略
戦
争
・
植
民

地
支
配
責
任
を
大
き
く
問
い
、
批
判
す
る
声
が
、
や
っ
と
大

衆
運
動
と
し
て
力
強
く
全
国
に
噴
出
し
た
局
面
で
あ
っ
た
こ

と
を
想
起
す
べ
き
だ
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
運
動
の
う

ね
り
の
中
を
流
れ
て
い
た
の
は
、〈
天
皇
（
制
）
の
戦
争
責

任
に
時
効
は
あ
り
え
な
い
〉、〈
父
の
偉
業
を
引
き
継
ぐ
と
宣

言
し
て
「
即
位
」
し
た
ア
キ
ヒ
ト
天
皇
は
、
そ
の
戦
争
責
任

を
継
承
し
た
〉
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
ア
キ
ヒ

ト
を
「
平
和
天
皇
」
と
た
た
え
て
即
位
し
た
ナ
ル
ヒ
ト
天
皇

に
、
そ
の
時
効
な
き
戦
争
責
任
は
そ
っ
く
り
引
き
継
が
れ
た

と
い
う
こ
と
。
こ
の
原
則
視
座
だ
。

　

大
阪
か
ら
帰
っ
て
す
ぐ
、
私
は
、
や
っ
と
文
庫
化
さ
れ

た
美
濃
部
達
吉
の
『
憲
法
講
話
』
を
手
に
し
た
（
初
版
は

一
九
一
二
（
明
治
45
）
年
）。
旧
漢
字
と
カ
タ
カ
ナ
文
字
だ

ら
け
の
ひ
た
す
ら
読
み
に
く
い
元
本
と
は
違
い
、
新
仮
名
遣

い
の
ひ
ら
が
な
本
、
や
っ
と
ス
ッ
キ
リ
通
読
で
き
た
。
美
濃

部
だ
け
で
な
く
こ
う
し
た
大
日
本
帝
国
憲
法
の
解
釈
学
の
多

く
の
テ
キ
ス
ト
は
、
ま
っ
た
く
専
門
研
究
者
以
外
の
読
者
が

読
め
る
か
た
ち
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に

は
、
戦
後
の
文
化
の
ゆ
が
み
が
表
現
さ
れ
て
い
よ
う
。

　

私
の
「
帝
国
憲
法
」
へ
の
こ
の
間
の
関
心
は
「
天
皇
大
権
」

と
く
に
天
皇
の
「
植
民
地
大
権
」
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
で

あ
る
。
韓
国
国
会
議
長
（
文
喜
相
）
の
天
皇
に
よ
る
「
慰
安

婦
」
へ
の
謝
罪
要
求
に
対
す
る
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
水
準

の
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
・
政
府
の
反
発
を
見
な
が
ら
、
私
は
天

皇
の
植
民
地
大
権
者
と
し
て
の
責
任
が
、
ま
っ
た
く
問
わ
れ

て
こ
な
か
っ
た
戦
後
の
帰
結
が
、
こ
う
し
た
恥
ず
か
し
い
反

発
が
支
配
し
て
し
ま
う
状
況
を
つ
く
っ
た
と
思
っ
た
。
読
ん

で
み
て
、「
天
皇
機
関
説
」
論
議
は
、そ
の
ま
ま
「
天
皇
大
権
」

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
位
置
づ
け
論
議
と
重
な
る
こ
と
が
よ
く
理

解
で
き
た
。

　
〈
原
則
批
判
の
思
想
視
座
〉
を
よ
り
具
体
的
に
力
あ
る
も

の
に
す
る
に
は
、〈
天
皇
の
植
民
地
大
権
〉
が
ど
の
よ
う
な

支
配
の
制
度
を
つ
く
り
だ
し
運
営
さ
せ
た
か
を
緻
密
に
明
ら

か
に
し
て
い
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
、
憲
法
論
と

し
て
は
ま
っ
た
く
論
議
さ
れ
て
い
な
い
。
戦
後
の
思
想
（
理

論
）
的
空
白
（
無
責
任
）
は
底
な
し
だ
。

36

天
皇
制
の
「
植
民
地
支
配
・
戦
争
責
任
」
に
時
効
は
な
い
！

│
〈
壊
憲
天
皇
制
・
象
徴
天
皇
教
国
家
〉
批
判
そ
の
２
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【
6
月
2
日
】

徳
仁
、
雅
子
◆
愛
知
県
「
第
70
回
全
国
植
樹
祭
」

式
典
に
出
席
。
徳
仁
が
「
お
言
葉
」
を
述
べ
る
。

紀
子
、
眞
子
◆
横
浜
能
楽
堂
を
訪
れ
、
特
別
企

画
公
演
「
大
典
奉
祝
の
芸
能
」
を
鑑
賞
。

【
6
月
3
日
】

佳
子
◆
第
66
回
産
経
児
童
出
版
文
化
賞
の
贈
賞

式
に
臨
む
。

【
6
月
4
日
】

徳
仁
、
雅
子
◆
皇
居
・
宮
殿
で
、
ク
ロ
ア
チ
ア

議
会
の
ヤ
ン
ド
ロ
コ
ビ
ッ
チ
議
長
夫
妻
と
懇
談
。

秋
篠
宮
、
紀
子
◆
東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ラ

リ
ー
を
訪
れ
、
陶
芸
作
家
ル
ー
ト
・
ブ
リ
ュ
ッ

ク
の
作
品
展
を
鑑
賞
。

【
6
月
6
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
明
仁
の
退
位
を
報
告
す
る
た

め
、
武
蔵
陵
墓
地
（
東
京
都
八
王
子
市
）
に
あ

る
大
正
天
皇
陵
を
参
拝
。

徳
仁
、
雅
子
◆
皇
居
に
あ
る
養
蚕
施
設
「
紅
葉

山
御
養
蚕
所
」
を
見
学
。

大
嘗
宮
◆
「
大
嘗
宮
」
造
営
に
つ
い
て
、「
清
水

建
設
」
が
９
億
５
７
０
０
万
円
で
落
札
。

【
6
月
7
日
】

美
智
子
◆
宮
内
庁
病
院
で
心
臓
の
検
査
を
受
け

る
。

即
位
贈
答
品
◆
「
即
位
の
礼
」
で
、
皇
室
が
祝

い
の
品
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

議
決
案
の
国
会
提
出
を
閣
議
で
決
定
。
限
度
額

６
０
０
万
円
と
は
別
枠
で
の
譲
り
受
け
が
可
能
。

【
6
月
9
日
】

天
皇
、
皇
族
◆
明
仁
、
美
智
子
が
赤
坂
御
所
（
東

京
・
元
赤
坂
）
を
訪
れ
、
当
日
に
結
婚
か
ら
26

年
を
迎
え
た
徳
仁
、雅
子
と
共
に
夕
食
。秋
篠
宮
、

紀
子
や
黒
田
清
子
が
出
席
。

明
仁
、
美
智
子
◆
明
仁
の
い
と
こ
で
２
０
１
４

年
に
死
亡
し
た
桂
宮
の
墓
を
参
拝
。

【
6
月
10
日
】

美
智
子
◆
心
臓
の
弁
に
異
常
が
認
め
ら
れ
た
。

【
6
月
12
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
京
都
市
に
あ
る
孝
明
天
皇
陵

と
明
治
天
皇
陵
を
参
拝
。

徳
仁
◆
英
国
留
学
を
巡
り
、
前
年
に
日
本
政
府

か
ら
受
け
入
れ
を
依
頼
さ
れ
た
英
政
府
が
、
留

学
先
を
決
め
る
ま
で
の
選
考
過
程
が
分
か
る
。

【
6
月
13
日
】

秋
篠
宮
◆
ひ
ょ
う
た
ん
愛
好
家
の
団
体
「
全
日

本
愛
瓢
会
」
の
展
示
会
を
鑑
賞
。

紀
子
◆「
ヘ
ル
ス
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
」
に
出
席
。

【
6
月
14
日
】

徳
仁
、
雅
子
◆
東
京
オ
ペ
ラ
シ
テ
ィ
を
訪
れ
、

ウ
ィ
ー
ン
少
年
合
唱
団
の
公
演
を
鑑
賞
。

秋
篠
宮
◆
滋
賀
県
彦
根
市
の
認
定
こ
ど
も
園「
平

田
こ
ど
も
園
」
を
視
察
。

【
6
月
16
日
】

美
智
子
◆
東
京
都
内
の
病
院
で
、
白
内
障
の
手

術
を
受
け
る
。

【
6
月
17
日
】

徳
仁
、
雅
子
◆
日
本
学
士
院
賞
の
第
１
０
９
回

授
賞
式
に
出
席
。

【
6
月
19
日
】

徳
仁
、
雅
子
◆
三
の
丸
尚
蔵
館
を
訪
れ
、
皇
室

の
慶
事
を
彩
る
美
術
品
を
集
め
た
展
覧
会
「
慶

び
の
花
々
」
を
鑑
賞
。

【
6
月
20
日
】

即
位
礼
◆
政
府
が
、
徳
仁
が
即
位
を
宣
言
す
る

「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
の
次
第
概
要
を
決
め
る
。

徳
仁
は
古
式
装
束
「
黄
櫨
染
御
袍
」
を
着
用
し
、

「
高
御
座
」
か
ら
「
お
言
葉
」
を
述
べ
る
ほ
か
、

首
相
は
祝
意
を
伝
え
、
万
歳
三
唱
す
る
と
、
皇

位
継
承
に
伴
う
儀
式
を
検
討
す
る
「
式
典
委
員

会
」（
委
員
長
・
安
倍
晋
三
首
相
）
の
会
合
で
了

承
さ
れ
る
。

【
6
月
21
日
】

徳
仁
、
雅
子
◆
５
月
５
日
の
「
こ
ど
も
の
日
」

に
ち
な
ん
だ
施
設
訪
問
と
し
て
、
東
京
・
六
本

木
の
港
区
立
麻
布
保
育
園
を
訪
問
。

【
6
月
22
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
東
京
都
港
区
の
サ
ン
ト
リ
ー

ホ
ー
ル
で
、
指
揮
者
の
故
渡
辺
暁
雄
の
生
誕

１
０
０
周
年
を
記
念
し
た
日
本
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ

ニ
ー
交
響
楽
団
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
鑑
賞
。

【
6
月
23
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
明
仁
が
皇
居
・
吹
上
仙
洞
御

所
で
、
美
智
子
が
白
内
障
の
手
術
を
受
け
た
病

院
で
、
そ
れ
ぞ
れ
黙
と
う
。

美
智
子
◆
東
京
都
内
の
病
院
で
、
左
目
の
白
内

障
の
手
術
を
受
け
る
。

徳
仁
、
雅
子
、
愛
子
◆
沖
縄
慰
霊
の
日
に
、
赤

坂
御
所
（
東
京
・
元
赤
坂
）
で
黙
と
う
し
た
。

【
6
月
24
日
】

徳
仁
、
雅
子
◆
日
本
芸
術
院
賞
の
受
賞
者
を
皇

居
・
宮
殿
に
招
き
、
懇
談
。

徳
仁
、
雅
子
◆
第
75
回
日
本
芸
術
院
賞
の
授
賞

式
に
出
席
。

【
6
月
25
日
】

秋
篠
宮
◆
第
21
回
日
本
水
大
賞
の
表
彰
式
に
出

席
。

【
6
月
26
日
】

徳
仁
、
秋
篠
宮
◆
２
０
２
０
年
東
京
五
輪
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
組
織
委
員
会
の
森
喜
朗
会
長
が
、

安
倍
晋
三
首
相
と
会
談
し
、
徳
仁
に
五
輪
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
両
大
会
の
名
誉
総
裁
就
任
を
要

請
し
た
い
考
え
を
伝
え
、
宮
内
庁
を
通
じ
た
調

整
を
求
め
る
。

【
6
月
27
日
】

徳
仁
、
雅
子
、
眞
子
、
佳
子
◆
徳
仁
、
雅
子
が
、

20
カ
国
・
地
域
首
脳
会
議
（
Ｇ
20
大
阪
サ
ミ
ッ

ト
）
に
出
席
す
る
た
め
に
訪
日
し
た
フ
ラ
ン
ス

の
マ
ク
ロ
ン
大
統
領
夫
妻
と
皇
居
・
宮
殿
で
会

見
。
眞
子
、
佳
子
ら
が
出
席
し
て
共
に
昼
食
。

【
6
月
28
日
】

明
仁
◆
宮
内
庁
が
、
明
仁
の
在
位
中
の
約
30
年

間
に
行
わ
れ
た
「
公
務
」
な
ど
の
合
計
を
発
表
。

秋
篠
宮
、
紀
子
◆
日
本
と
の
国
交
樹
立
１
０
０

周
年
を
迎
え
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
「
公
式
訪
問
」

す
る
た
め
、羽
田
発
の
民
間
機
で
首
都
ワ
ル
シ
ャ

ワ
の
空
港
に
到
着
。

眞
子
◆
絵
本
の
原
画
コ
ン
ク
ー
ル
の
入
選
作
を

紹
介
す
る
「
２
０
１
９
イ
タ
リ
ア
・
ボ
ロ
ー
ニ
ャ

国
際
絵
本
原
画
展
」
を
鑑
賞
。

秋
篠
宮
、
紀
子
◆
古
都
ク
ラ
ク
フ
を
空
路
で
訪

問
。

【
6
月
30
日
】

秋
篠
宮
、
紀
子
◆
キ
ュ
リ
ー
夫
人
の
博
物
館
を

視
察
。
午
後
、
ウ
ォ
ビ
チ
を
訪
問
。

上
皇
侍
従
◆
上
皇
侍
従
の
河
南
健
が
依
願
退
官

す
る
宮
内
庁
人
事
が
公
表
さ
れ
る
。

6
月
2
日
〜
6
月
30
日
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〈
言
論
の
自
由
〉
と
は
何
か
？　
〈
平

成
代
替
り
を
問
う
〉
連
続
講
座

　

六
月
一
日
、
午
後
五
時
か
ら
ピ
ー
プ
ル
ズ
プ

ラ
ン
研
究
所
会
議
室
で
、「〈
平
成
代
替
り
を
問

う
〉
連
続
講
座
第
II
期
」
の
第
２
回
「〈
言
論

の
自
由
〉
と
は
何
か
？　

天
皇
制
賛
美
と
天
皇

（
制
）
タ
ブ
ー
《
反
昭
和
Ｘ
デ
ー
闘
争
の
〈
経

験
〉
を
通
し
て
「
平
成
」
代
替
り
を
考
え
る

P
art3

》」
が
開
催
さ
れ
た
。
今
回
の
参
加
者
は

約
一
二
人
。

　

今
回
は
、
松
井
隆
志
さ
ん
が
司
会
を
し
、
天

野
恵
一
さ
ん
と
森
正
孝
さ
ん
と
中
川
信
明
さ
ん

が
問
題
提
起
を
す
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
。

　

天
野
さ
ん
は
、
①
今
回
の
テ
ー
マ
を
思
い
つ

い
た
契
機
・
今
年
の
静
岡
「
反
天
集
会
」
へ
の

参
加
↓
か
つ
て
の
静
岡
「
天
皇
制
を
考
え
る
市

民
集
会
」
と
裁
判(

判
決)

に
つ
い
て
の
自
分

の
文
章
と
の
再
会
、
②
一
九
九
〇
年
一
月
一
八

日
長
崎
市
長
へ
の
右
翼
テ
ロ
、
③
象
徴
（
ア
キ

ヒ
ト
）
天
皇
制
〈
公
的
行
為
〉
を
め
ぐ
る
闘
い

へ
向
け
て
、
と
い
う
話
を
さ
れ
た
。

　

森
さ
ん
は
、
一
九
八
八
年
九
月
に
静
岡
で
発

足
し
た
「
天
皇
制
を
考
え
る
市
民
連
絡
会
議
」

が
一
〇
月
に
静
岡
県
婦
人
会
館
に
集
会
の
た
め

の
会
場
を
申
し
込
み
、
一
旦
承
諾
を
得
た
に
も

関
わ
ら
ず
集
会
直
前
に
会
場
拒
否
通
告
を
さ
れ

た
こ
と
に
対
し
「
タ
ブ
ー
な
き
言
論
の
自
由
を

求
め
県
の
違
法
と
闘
う
」
と
し
て
静
岡
地
裁
に

提
訴
し
勝
利
し
た
裁
判
の
経
緯
や
、
大
日
本
帝

国
に
よ
る
朝
鮮
半
島
の
植
民
地
支
配
が
天
皇
大

権
に
よ
っ
て
直
接
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
を
話
さ

れ
た
。

　

中
川
さ
ん
は
、
昨
年
七
月
二
九
日
に
こ
の
連

続
講
座
で
問
題
提
起
を
し
た
と
き
に
は
故
・
高

橋
寿
臣
さ
ん
も
共
に
問
題
提
起
の
発
言
者
だ
っ

た
こ
と
、
五
月
一
日
の
天
皇
代
替
わ
り
か
ら
一
ヶ

月
後
の
現
在
ま
で
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
は
天
皇
制

賛
美
の
報
道
が
垂
れ
流
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
退

位
即
位
問
題
を
考
え
る
練
馬
で
の
集
会
に
右
翼

が
押
し
か
け
た
こ
と
、
五
月
二
〇
日
練
馬
駅
前

で
の
「
朝
鮮
高
校
無
償
化
」
情
宣
で
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
カ
ー
と
か
ち
合
い
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が

行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
を
話
さ
れ
、「
毅
然
と
言
論

で
打
ち
返
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め

に
も
、
も
っ
と
多
く
の
人
々
の
結
集
が
必
要
で

あ
る
」
と
結
ば
れ
た
。
時
間
の
都
合
で
問
題
提

起
後
の
質
疑
応
答
は
短
時
間
。
今
回
の
講
座
は

二
時
間
あ
ま
り
だ
っ
た
が
、
有
意
義
な
も
の
と

な
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
中
）

あ
い
ち
植
樹
祭
反
対
行
動
情
宣

徳
仁
が
天
皇
に
な
っ
て
、
初
め
て
の
「
天
皇

制
四
大
行
事
」（
明
仁
時
代
の
国
体
、
植
樹
祭
、

海
づ
く
り
大
会
に
、
新
た
に
国
民
文
化
祭
が
加

わ
っ
た
）
出
席
と
な
る
植
樹
祭
が
、
愛
知
県
尾

張
旭
市
の
森
林
公
園
を
会
場
と
し
て
行
わ
れ
た
。

こ
れ
に
先
立
っ
て
現
地
で
学
習
会
な
ど
を
積
み

重
ね
て
き
た
「
代
替
わ
り
を
機
に
天
皇
制
を
考

え
る
あ
い
ち
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
人
た
ち
が
、

植
樹
祭
当
日
の
六
月
二
日
、
名
古
屋
市
内
で
抗

議
の
情
宣
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
、
反
天
連
メ

ン
バ
ー
も
お
わ
て
ん
ね
っ
と
の
仲
間
と
と
も
に

行
動
に
参
加
し
て
き
た
。

　

ビ
ラ
ま
き
を
し
た
の
は
、
名
古
屋
市
の
繁
華

街
・
栄
に
あ
る
オ
ア
シ
ス
21
と
い
う
施
設
の
前

の
公
道
。
こ
の
日
、
こ
の
施
設
の
地
下
に
あ
る

サ
テ
ラ
イ
ト
会
場
で
植
樹
祭
関
連
イ
ベ
ン
ト
が

行
わ
れ
て
い
た
。
吹
き
抜
け
に
な
っ
て
い
る
の

で
、
上
か
ら
イ
ベ
ン
ト
の
様
子
が
よ
く
見
え
る
。

情
宣
は
地
元
の
人
が
一
〇
人
ほ
ど
、
各
地
か
ら

集
ま
っ
た
人
が
六
人
。「
全
国
植
樹
祭
に
異
議
あ

り
！
『
公
務
』
の
拡
大
は
問
題
！
」
と
い
う
見

出
し
の
ビ
ラ
を
ま
き
、
植
樹
祭
は
規
模
一
万
人
、

一
万
本
で
予
算
は
五
億
六
四
〇
〇
万
円
と
い
う

財
政
問
題
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
天
皇
の
違
憲

の
「
公
務
」
拡
大
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
、
代

わ
る
代
わ
る
マ
イ
ク
で
訴
え
た
。

　

ビ
ラ
の
受
け
取
り
は
よ
く
、
ま
た
、
サ
テ
ラ

イ
ト
会
場
か
ら
は
、
巨
大
ビ
ジ
ョ
ン
に
徳
仁
の

姿
が
映
っ
た
と
た
ん
、「
天
皇
帰
れ
」
と
い
う
声

も
響
く
（
こ
ち
ら
の
行
動
と
は
全
く
無
関
係
の

人
）。

　

終
わ
り
頃
、
右
翼
の
街
宣
車
が
一
台
や
っ
て

き
て
う
る
さ
く
妨
害
を
始
め
た
が
、
み
ん
な
無

視
し
て
行
動
を
終
え
て
撤
収
し
た
。
新
天
皇
の

「
地
方
行
幸
」
に
抗
議
す
る
現
地
行
動
第
一
弾
！

準
備
さ
れ
た
方
々
、
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。

（
北
野
誉
）

『
女
性
宮
家
」「
女
系
・
女
性
天
皇
」

論
議
を
ど
う
考
え
る
？

六
月
一
四
日
、
女
性
と
天
皇
制
研
究
会
（
女

天
研
）
が
集
会
を
開
催
。「『
女
性
宮
家
』『
女
系
・

女
性
天
皇
』
論
議
を
ど
う
考
え
る
？
」
と
題
し
、

「
女
性
天
皇
」
容
認
論
を
ふ
く
め
、
皇
位
継
承
問

題
に
つ
い
て
、
こ
の
間
メ
デ
ィ
ア
は
ど
の
よ
う

に
論
じ
て
い
る
の
か
、
そ
の
内
容
検
証
と
批
判

が
主
な
目
的
で
あ
っ
た
。

　

規
模
的
に
は
い
つ
も
の
講
座
に
近
い
が
、
今

回
は
恵
泉
大
学
教
員
の
齊
藤
小
百
合
さ
ん
に
講

演
を
お
願
い
し
、
質
疑
・
討
論
を
通
し
て
、
新

天
皇
即
位
後
の
皇
位
継
承
論
議
に
、
女
天
研
の

立
場
か
ら
参
加
者
と
も
ど
も
介
入
し
て
い
こ
う

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　

憲
法
学
が
専
門
の
齊
藤
さ
ん
は
、
皇
位
継
承

問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
天
皇
制
そ
の
も
の

の
違
憲
性
に
つ
い
て
詳
細
に
語
ら
れ
た
。
憲
法

一
章
（
一
条
〜
八
条
）
が
、
い
か
に
憲
法
の
理

念
に
反
し
て
い
る
か
。
そ
れ
は
女
天
研
で
も
ず
っ

と
問
題
に
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
を
憲
法

学
的
に
専
門
の
立
場
か
ら
話
し
て
い
た
だ
け
、

力
を
得
た
。

　

そ
し
て
、
敗
戦
後
天
皇
制
を
残
し
、
現
在
も

支
え
て
い
る
こ
の
日
本
社
会
の
問
題
。
憲
法
一

条
批
判
と
同
時
に
、
一
条
に
あ
る
「
こ
の
（
天

皇
の
）
地
位
は
、
主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の

総
意
に
基
づ
く
」
を
引
き
な
が
ら
、
原
理
的
に

は
日
本
社
会
を
構
成
す
る
人
々
が
天
皇
を
否
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇
制
の
土
台
を
掘
り
崩

し
、
天
皇
制
を
な
く
し
て
い
け
る
こ
と
を
、
繰

り
返
し
力
説
さ
れ
た
。
そ
れ
は
パ
ワ
ポ
（
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
）
を
使
っ
た
、
爽
快
な
天
皇
制
度

崩
壊
の
図
で
説
明
さ
れ
、
会
場
は
盛
り
上
が
り
、

集
会
は
笑
い
と
納
得
が
入
り
乱
れ
な
が
ら
あ
っ

と
い
う
間
に
終
了
。

　

女
天
研
は
四
月
に
「
代
替
わ
り
を
祝
わ
な
い
！

天
皇
は
い
ら
な
い
！
」
と
題
す
る
リ
ー
フ
も
作
っ

た
。
こ
の
天
皇
フ
ァ
ッ
シ
ョ
状
況
に
こ
れ
か
ら

も
反
対
の
声
を
あ
げ
て
い
き
た
い
。　
　
（
大
子
）
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退
位
・
即
位
問
題
を
考
え
る
練
馬
の

会
・
連
続
学
習
会
第
四
回

「
ア
キ
ヒ
ト
退
位
・
ナ
ル
ヒ
ト
即
位
問
題
を
考

え
る
練
馬
の
会
」
は
、
六
月
二
二
日
に
連
続
学

習
会
の
第
四
回
と
し
て
、
友
常
勉
さ
ん
（
東
京

外
国
語
大
学
、近
代
日
本
思
想
史
）
に
よ
り
、「
部

落
問
題
か
ら
天
皇
制
を
考
え
る
」
と
題
す
る
学

習
集
会
を
開
催
し
た
。

　

天
皇
制
は
、他
国
家
の
類
す
る
王
政
と
同
様
に
、

世
襲
に
よ
り
継
続
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
、

近
代
天
皇
制
の
成
立
時
に
、
そ
れ
ま
で
の
貴
賤
の

構
造
か
ら
新
た
に
作
ら
れ
た
身
分
制
で
あ
る
華
族

制
度
や
部
落
差
別
と
天
皇
制
を
一
体
の
も
の
と
し

た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
米
国
が
戦
後
日
本
の
支
配

シ
ス
テ
ム
に
天
皇
制
を
据
え
る
に
あ
た
り
桎
梏
と

も
な
っ
た
。
戦
後
に
お
い
て
は
、
植
民
地
宗
主
国

が
自
ら
の
犯
罪
を
覆
い
隠
し
な
が
ら
、
天
皇
制
を

そ
の
ま
ま
に
、
大
日
本
帝
国
の
人
種
や
身
分
に
よ

る
差
別
を
「
国
民
主
義
」
の
「
同
質
性
」
に
塗
り

こ
め
な
お
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
大
き
な
虚
偽
が
必
要

と
さ
れ
た
の
だ
。

　

天
皇
制
に
よ
る
「
国
民
主
義
」
と
い
う
意
識

が
社
会
を
覆
う
う
ち
に
、
天
皇
も
「
差
別
」「
疎

外
」
さ
れ
た
存
在
だ
と
し
て
、
被
差
別
の
側
の

自
分
た
ち
を
こ
れ
に
重
ね
る
と
い
う
倒
錯
し
た

認
識
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
は
文
化
主
義
的
疎
外

論
、
文
化
主
義
的
同
化
論
と
も
つ
な
が
り
、
そ

れ
は
し
ば
し
ば
、
反
差
別
と
い
う
認
識
か
ら
天

皇
制
を
撃
っ
て
い
く
思
想
の
無
力
化
や
内
面
的

抑
圧
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

フ
ェ
イ
ク
情
報
の
氾
濫
と
と
も
に
、
言
葉
や

行
為
へ
の
責
任
が
混
乱
し
、「
倫
理
」
や
「
正
義
」

も
拡
散
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
新
た
な
反
差

別
・
反
戦
・
反
植
民
地
主
義
の
意
識
形
成
を
、
か

つ
て
の
差
別
糾
弾
闘
争
の
再
定
義
と
と
も
に
や
り

直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
友
常
さ
ん

の
問
題
提
起
は
重
た
い
も
の
と
し
て
響
い
た
。

　

練
馬
の
会
は
、
今
回
を
含
め
、
一
昨
年
一
二

月
か
ら
五
回
の
集
会
、
四
回
の
学
習
集
会
を
開

催
し
て
き
た
。
次
回
は
、
第
五
回
学
習
集
会
と

し
て
、
八
月
二
七
日
に
、
武
蔵
大
学
の
千
田
有

紀
さ
ん
の
「
皇
室
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
仮
）」

を
行
う
予
定
だ
。
ぜ
ひ
参
加
を
。　
　
　
（
蝙
蝠
）

「
天
皇
・
天
皇
制
」
を
問
う

八
〇
年
代
に
、
関
西
の
郵
便
局
の
部
落
解
放

研
究
会
で
運
動
し
て
い
た
私
た
ち
が
、
仲
間
の

一
人
の
裁
判
を
支
援
す
る
た
め
に
二
〇
数
年
ぶ

り
に
再
び
集
ま
り
だ
し
て
五
年
が
た
ち
ま
し
た
。

　

当
時
、「
狭
山
、
八
鹿
、
反
天
皇
制
」
を
中
心

に
し
て
闘
っ
て
い
た
「
少
し
変
わ
っ
た
解
放
研
」

の
集
ま
り
で
あ
っ
た
自
分
た
ち
が
、「
天
皇
（
制
）

賛
美
」
の
大
洪
水
の
中
で
行
わ
れ
る
「
新
天
皇

即
位
」
の
こ
の
時
に
、「
何
か
せ
な
あ
か
ん
や
ろ
」

と
い
う
の
が
、
最
初
の
問
題
意
識
で
し
た
。

　
「
貴
族
あ
れ
ば
賎
族
あ
り
」

　

生
ま
れ
な
が
ら
に「
尊
い
存
在
」っ
て
何
な
ん
。

　

小
さ
な
子
供
に
「
様
」
付
し
て
、
わ
ざ
と
ら

し
い
ほ
ど
の
敬
語
を
使
う
の
っ
て
、
お
か
し
く

な
い
か
。

　
「
尊
い
」
と
さ
れ
る
根
拠
が
、「
血
筋
、
血
統
」

と
き
た
日
に
は
、
部
落
解
放
研
を
名
乗
っ
て
る

限
り
は
、
声
を
上
げ
な
あ
か
ん
や
ろ
。

　

三
〇
年
前
も
、
今
も
、
天
皇
（
制
）
に
対
す

る
私
た
ち
の
根
本
的
な
思
い
で
す
。

　

そ
ん
な
わ
け
で
、
少
し
ビ
ビ
リ
つ
つ
、
遅
れ

学
習
会
報
告

大
塚
英
志
『
感
情
天
皇
論
』

（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
九
年
）

　

大
塚
英
志
は
〇
三
年
か
ら
天
皇
制
を
断
念
す

べ
き
と
発
言
し
て
い
る
が
、
書
籍
と
し
て
は
こ

れ
が
初
め
て
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

柳
田
国
男
が
構
想
し
た
、
自
立
し
た
投
票
行

動
の
で
き
る
近
代
的
個
人
を
形
成
す
る
運
動
と

し
て
の
「
公
民
の
民
俗
学
」
を
受
け
継
い
で
近

代
の
や
り
直
し
を
説
き
続
け
て
い
る
大
塚
は
、

ア
キ
ヒ
ト
の
退
位
発
言
を
象
徴
天
皇
制
と
い
う

公
共
性
の
新
し
い
合
意
形
成
に
参
加
す
る
一
人

の
個
人
の
発
言
と
と
ら
え
、「
国
民
」
の
側
は
ア

キ
ヒ
ト
即
位
以
降
天
皇
制
に
つ
い
て
の
思
考
を

怠
り
、
感
情
で
答
え
た
だ
け
だ
と
す
る
。
そ
れ

は
公
民
と
し
て
ふ
る
ま
お
う
と
す
る
天
皇
と
公

民
に
な
れ
な
い
「
国
民
」
と
い
う
図
式
だ
。
公

民
と
は
責
任
主
体
こ
と
で
、
天
皇
が
い
る
限
り

「
国
民
」
は
責
任
主
体
に
な
れ
な
い
。「
私
た
ち

が
「
個
人
」
に
な
ら
ず
と
も
許
し
て
く
れ
る
あ

ら
ゆ
る
思
考
の
枠
組
を
悉
く
放
棄
し
な
く
て
は
」

な
ら
な
い
の
で
「
天
皇
制
の
断
念
」
が
必
要
と

結
論
す
る
。

　

彼
の
問
題
意
識
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
大
塚

英
志
に
は
君
主
制
・
身
分
制
の
問
題
、
差
別
の

問
題
が
ま
る
で
見
え
て
い
な
い
の
だ
。
だ
か
ら

「
天
皇
家
バ
チ
カ
ン
化
計
画
」
と
い
う
錯
誤
が
出

て
く
る
。
天
皇
を
日
本
国
の
外
部
に
し
て
も
僕

た
ち
は
大
塚
の
い
う
公
民
に
は
な
れ
な
い
。
断

念
と
は
廃
止
で
あ
る
べ
き
だ
。
自
身
が
か
つ
て

書
い
た
「
少
女
た
ち
の
「
か
わ
い
い
」
天
皇
」

を
否
定
ま
で
し
て
お
き
な
が
ら
、
大
塚
が
な
ぜ

こ
こ
で
論
理
を
徹
底
化
せ
ず
、
民
俗
学
的
な
と

い
う
か
ま
ん
が
的
な
と
い
う
か
、
妙
な
飛
躍
を

し
て
逃
げ
て
し
ま
う
の
か
と
い
え
ば
、
彼
が
天

皇
た
ち
に
ず
っ
と
親
愛
の
情
を
持
ち
続
け
て
い

る
か
ら
だ
。
大
塚
は
天
皇
と
対
等
な
人
間
同
士

の
関
係
を
結
び
た
い
の
だ
ろ
う
。
こ
の
国
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
批
判
し
続
け
、
国
家
の
誇
り

を
自
身
の
そ
れ
と
重
ね
合
わ
せ
る
あ
り
方
を
唾

棄
し
続
け
て
い
る
と
い
う
の
に
な
ん
と
い
う
矛

盾
か
。

　

本
書
の
大
部
分
は
以
上
の
内
容
を
補
強
す
る

（
は
ず
の
）
文
芸
批
評
に
費
や
さ
れ
て
お
り
、
天

皇
制
断
念
論
そ
の
も
の
は
序
章
と
終
章
で
展
開

さ
れ
て
い
る
。
僕
は
文
芸
批
評
も
面
白
く
読
ん

だ
が
、
大
塚
の
分
析
枠
は
か
な
り
偏
っ
て
い
て

議
論
が
自
閉
し
て
い
る
印
象
が
強
い
と
の
指
摘

が
複
数
あ
っ
た
。

　

次
回
は
、
島
薗
進
『
神
聖
天
皇
の
ゆ
く
え
：

近
代
日
本
社
会
の
基
軸
』（
筑
摩
書
房
）
を
読
む
。

（
加
藤
匡
通
）
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ば
せ
な
が
ら
、
六
月
二
三
日
に
天
野
恵
一
さ
ん

を
迎
え
て
「
天
皇
、
天
皇
制
を
考
え
る
」
と
題

し
た
講
演
集
会
を
行
い
ま
し
た
。
話
を
聞
い
て

思
っ
た
の
は
、「
非
常
に
ス
ッ
キ
リ
し
た
」
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

天
皇
は
今
も
、
即
位
式
と
大
嘗
祭
を
通
じ
て

「
現
人
神
」
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
存

在
そ
の
も
の
が
民
主
主
義
、
人
権
、
平
等
の
原

理
原
則
に
反
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
民
主
的
な
天
皇
」、
何
そ
れ
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
ん
な
奴
や
っ
た
ら
、
ま
ず
天
皇
や
め

る
や
ろ
。

　
「
ア
ベ
と
天
皇
」、
一
見
対
立
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
が
、「
国
家
の
基
本
構
造
」
と
し
て
は
、

一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。　
　
　
（
Ｇ
）

6
月
1
日
（
土
）
●
天
皇
制
賛
美
と
天
皇
（
制
）

タ
ブ
ー

6
月
2
日
（
日
）
●
あ
い
ち
植
樹
祭
反
対
行
動

6
月
8
日
（
土
）
●
ヘ
イ
ト
っ
て
何
？
何
を
ね

ら
っ
て
い
る
の
？

６
月
14
日
（
金
）
●
「
女
性
宮
家
」「
女
系
・
女

性
天
皇
」
論
議
を
ど
う
考
え
る

6
月
15
日
（
土
）
●
な
ぜ
私
た
ち
は
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
に
反
対
す
る
の
か

６
月
21
日
（
金
）
●
香
港
人
靖
国
抗
議
見
せ
し
め

弾
圧
第
４
回
公
判

６
月
22
日
（
土
）
●
安
倍
・
ト
ラ
ン
プ
政
権
下
の

自
衛
隊
と
日
米
安
保

●
部
落
差
別
と
天
皇
制
・
練
馬
集
会

6
月
23
日
（
日
）
●
「
天
皇
・
天
皇
制
」
を
問
う

6
月
26
日
（
水
）
●
即
位
・
大
嘗
祭
違
憲
訴
訟

第
３
回
口
頭
弁
論

３
月
１
日
（
金
）
〜
開
催
中
●
朝
鮮
人
「
慰
安
婦
」

の
声
を
き
く

13
時
〜
18
時
（
月
・
火
・
休
日
休
館
）
／
Ｗ

Ａ
Ｍ　

女
た
ち
の
戦
争
と
平
和
資
料
館
（
地

下
鉄
早
稲
田
駅
）
／
主
催
：
同
館

7
月
12
日
（
金
）
●
香
港
人
靖
国
抗
議
見
せ
し
め

弾
圧
第
５
回
公
判

10
時
〜
（
傍
聴
抽
選
締
め
切
り
９
時
30
分
〜
）

／
東
京
地
方
裁
判
所
４
２
９
号
法
廷
（
地
下

鉄
霞
ヶ
関
駅
ほ
か
）

7
月
14
日（
日
）●
議
会
を
浸
蝕
す
る
差
別
主
義
・

レ
イ
シ
ズ
ム
を
許
す
な
！

17
時
45
分
開
場
／
文
京
区
民
セ
ン
タ
ー
２
Ａ

（
地
下
鉄
春
日
駅
ほ
か
）
／
明
戸
隆
浩
、
石
橋

学
／
主
催
：
差
別
・
排
外
主
義
に
反
対
す
る

連
絡
会
（riteihyo@

gm
ail.com

）

7
月
15
日
（
月
・
休
）
●
徹
底
検
証
！
ナ
ル
ヒ

ト
天
皇
制

13
時
15
分
開
場
／
文
京
区
民
セ
ン
タ
ー
２
Ａ

（
地
下
鉄
春
日
駅
ほ
か
）
／
主
催
：
終
わ
り
に

し
よ
う
天
皇
制
！
「
代
替
わ
り
」
反
対
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
（090-3438-0263
）

7
月
17
日
（
木
）
●
香
港
人
靖
国
抗
議
見
せ
し
め

弾
圧
第
６
回
公
判

13
時
30
分
〜
（
傍
聴
抽
選
締
め
切
り
13
時
）

／
東
京
地
方
裁
判
所
４
２
９
号
法
廷
（
地
下

鉄
霞
ヶ
関
駅
ほ
か
）

●
南
京
大
虐
殺
・
靖
国
に
抗
議
し
た
香
港
人
弾

圧
を
許
す
な
集
会

18
時
開
場
／
文
京
区
民
セ
ン
タ
ー
２
Ａ
（
地

下
鉄
春
日
駅
ほ
か
）／
笠
原
十
九
司
／
主
催
：

12
・
12
靖
国
抗
議
見
せ
し
め
弾
圧
を
許
さ
な

い
会
（03-3591-1301

）

7
月
21
日
（
日
）
●
第
９
回
「
日
の
丸
・
君
が
代
」

問
題
等
全
国
学
習
・
交
流
集
会

10
時
30
分
〜
／
日
比
谷
図
書
文
化
館
コ
ン
ベ

ン
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
（
地
下
鉄
霞
ヶ
関
駅
ほ
か
）

／
世
取
山
洋
介
／
主
催
：
同
実
行
委
（
連
絡

先
：090-7015-3344

永
井
）

●
祝
賀
資
本
主
義
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

13
時
開
場
／
早
稲
田
大
学
16
号
館
１
０
６

教
室
（
地
下
鉄
早
稲
田
駅
ほ
か
）
／
ジ
ュ
ー

ル
・
ボ
イ
コ
フ
、
山
本
敦
久
、
い
ち
む
ら
み

さ
こ
／
主
催
：
Ｆ
Ｏ
研
究
会
（
連
絡
先
：

03-5286-1868

伊
藤
守
研
究
室
）

7
月
24
日
（
水
）
●
１
年
前
で
も
や
っ
ぱ
り
返

上
！
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
炎
上
新
宿
デ
モ

18
時
〜
ア
ピ
ー
ル
・
19
時
デ
モ
出
発
／
新
宿

ア
ル
タ
前
（
Ｊ
Ｒ
ほ
か
新
宿
駅
）
／
主
催
：

「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
災
害
」
お
こ
と
わ
り
連
絡
会

（info@
 2020okotow

a.link

）

7
月
26
日
（
金
）
●
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
環
境
問
題

を
考
え
る
／
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
居
住
権

13
時
〜
／
千
駄
ヶ
谷
区
民
会
館
１
Ｆ
（
Ｊ
Ｒ

原
宿
駅
ほ
か
）
／
各
国
の
反
五
輪
グ
ル
ー
プ
、

稲
葉
剛
、
原
口
剛
／
主
催
：
反
五
輪
の
会

（https: hangorin.tum
blr.com

/

）

7
月
27
日
（
土
）
●
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

「M
ake O

lym
pic H

istory

」

12
時
30
分
開
場
／
上
智
大
学
中
央
図
書
館
９

Ｆ
Ｌ
９
２
１
会
議
室
（
Ｊ
Ｒ
ほ
か
四
谷
駅
）

／
各
国
の
反
五
輪
グ
ル
ー
プ
／
主
催
：
上
智

大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
コ
ン
サ
ー
ン
研
究
所

8
月
10
日
（
土
）
●
平
和
の
灯
を
！
ヤ
ス
ク
ニ
の

闇
へ　

第
14
回
キ
ャ
ン
ド
ル
行
動

13
時
開
場
／
在
日
本
韓
国
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
（
Ｊ
Ｒ
水

道
橋
駅
ほ
か
）
／
高
橋
哲
哉
、
竹
内
康
人
、
渡

辺
美
奈
、
林
宰
成
／
主
催:

キ
ャ
ン
ド
ル
行
動

実
行
委
員
会
（03-3355-2841

）

8
月
11
日
（
日
）
●
安
倍
政
権
に
よ
る
、
マ
ス

コ
ミ
を
意
識
的
に
利
用
し
た
〈
天
皇
教
〉
の

布
教
活
動
を
許
す
な
！

14
時
開
場
／
ピ
ー
プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
研
究
所

（
地
下
鉄
江
戸
川
橋
駅
ほ
か
）
／
天
野
恵
一
、

井
上
森
、
松
井
隆
志
、
白
川
真
澄
、
米
沢
薫

／
主
催
：
同
研
究
所
（03-6424-5748

）

●
茨
城
国
体
今
昔
物
語　

14
時
〜
／
竹
園
交
流
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室
（
Ｔ

Ｘ
つ
く
ば
駅
よ
り
バ
ス
）
／
主
催
：
戦
時
下

の
現
在
を
考
え
る
講
座
（090-8441-1457

加
藤
）

8
月
14
日
（
水
）
●
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
メ
モ
リ

ア
ル
・
デ
ー

13
時
30
分
開
場
／
日
比
谷
図
書
文
化
館
コ
ン

ベ
ン
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
（
地
下
鉄
内
幸
町
駅
ほ

か
）
／
梁
澄
子
ほ
か
／
主
催
：
戦
時
性
暴
力
問

題
連
絡
協
議
会
、
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
問
題
解

決
全
国
行
動
（090-6020-5677

）

8
月
15
日
（
木
）
●
「
戦
争
」
と
「
ト
ラ
ウ
マ
」

も
う
ひ
と
つ
の
戦
争

９
時
30
分
開
場
／
ル
ー
テ
ル
市
ヶ
谷
セ
ン
タ
ー

（
Ｊ
Ｒ
市
ヶ
谷
駅
ほ
か
）／
中
村
江
里
／
主
催
：

８
・
15
東
京
集
会
実
行
委
員
会

●
「
天
皇
に
平
和
を
語
る
資
格
な
し
」
国
家
に

よ
る
「
慰
霊
・
追
悼
」
反
対
行
動

13
時
開
場
／
在
日
本
韓
国
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
（
Ｊ
Ｒ
水

道
橋
駅
ほ
か
）
／
松
井
隆
志
／
主
催
：
終
わ
り

に
し
よ
う
天
皇
制
！
「
代
替
わ
り
」
反
対
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
（090-3438-0263

）


